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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　レンズ部を介して得られた被写体像の画像データを連続的に生成する撮像部と、
　前記撮像部が生成した前記画像データに対応する画像を表示する第１の表示部と、
　前記第１の表示部の表示画面上に設けられ、外部からの物体のタッチを検出し、検出し
たタッチ位置に応じた位置信号を出力するタッチパネルと、
　前記タッチパネルが出力する前記位置信号が変化し続けている場合、前記タッチパネル
から出力される前記位置信号に基づいて、前記タッチ位置を含む領域を前記画像から順次
切出してトリミング画像を生成するトリミング部と、
　前記トリミング部が生成した前記トリミング画像を前記第１の表示部とは異なる表示部
に順次表示させる表示制御部と、
　を備えることを特徴とする撮像装置。
【請求項２】
　前記画像データに対応する画像を表示可能な接眼部をさらに備え、
　前記表示制御部は、前記トリミング画像を前記接眼部に表示させることを特徴とする請
求項１に記載の撮像装置。
【請求項３】
　前記トリミング画像の表示態様に関するパラメータを変更するパラメータ変更部をさら
に備え、
　前記表示制御部は、前記パラメータ変更部が変更した前記トリミング画像を前記接眼部
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に表示させることを特徴とする請求項２に記載の撮像装置。
【請求項４】
　当該撮像装置の動作を指示する指示信号の入力を受け付ける入力部をさらに備え、
　前記パラメータ変更部は、前記入力部から入力される前記指示信号に応じて、前記トリ
ミング画像の表示態様に関するパラメータを変更することを特徴とする請求項３に記載の
撮像装置。
【請求項５】
　前記パラメータは、少なくとも前記トリミング画像に含まれる前記被写体像のピント状
態であることを特徴とする請求項４に記載の撮像装置。
【請求項６】
　前記レンズ部は、前記被写体像に対するピントを調整するフォーカスレンズを有し、
　前記入力部は、前記フォーカスレンズを駆動する駆動信号の入力を受け付ける操作部を
有することを特徴とする請求項５に記載の撮像装置。
【請求項７】
　前記操作部は、前記レンズ部に設置されていることを特徴とする請求項６に記載の撮像
装置。
【請求項８】
　レンズ部を介して得られた被写体像の画像データを連続的に生成する撮像部と、前記撮
像部が生成した前記画像データに対応する画像を表示する第１の表示部と、前記第１の表
示部の表示画面上に設けられ、外部からの物体のタッチを検出し、検出したタッチ位置に
応じた位置信号を順次出力するタッチパネルと、を備えた撮像装置が実行する撮像方法で
あって、
　前記タッチパネルが出力する前記位置信号が変化し続けている場合、前記タッチパネル
から出力される前記位置信号に基づいて、前記タッチ位置を含む領域を前記画像から順次
切出してトリミング画像を生成するトリミングステップと、
　前記トリミングステップが生成した前記トリミング画像を前記第１の表示部とは異なる
表示部に順次表示させる表示制御ステップと、
　を含むことを特徴とする撮像方法。
【請求項９】
　レンズ部を介して得られた被写体像の画像データを連続的に生成する撮像部と、前記撮
像部が生成した前記画像データに対応する画像を表示する第１の表示部と、前記第１の表
示部の表示画面上に設けられ、外部からの物体のタッチを検出し、検出したタッチ位置に
応じた位置信号を出力するタッチパネルと、を備えた撮像装置に実行させるプログラムで
あって、
　前記タッチパネルが出力する前記位置信号が変化し続けている場合、前記タッチパネル
から出力される前記位置信号に基づいて、前記タッチ位置を含む領域を前記画像から順次
切出してトリミング画像を生成するトリミングステップと、
　前記トリミングステップが生成した前記トリミング画像を前記第１の表示部とは異なる
表示部に順次表示させる表示制御ステップと、
　を実行させることを特徴とするプログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、被写体を撮像して光電変換を行うことによって電子的な画像データを生成す
る撮像装置、撮像方法およびプログラムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、デジタルカメラ等の撮像装置において、表示モニタが表示する画像を見ながらマ
ニュアルフォーカスリングを操作することにより、レンズのピントを手動で調整しながら
撮影を行うことができる技術が知られている（特許文献１参照）。この技術では、マニュ
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アルフォーカスリングの回転操作に応じて、ピント位置を含む領域を２倍に拡大した拡大
画像をライブビュー画像上に表示することにより、手動でピント合わせを素早く、かつ精
度良く行うことができる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２０１１－１０３６８１号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかしながら、上述した技術では、ピント位置を含む領域を拡大した拡大画像を表示で
きるものの、拡大画像の表示領域が十分でないうえ、拡大画像の表示位置や拡大画像に含
まれる被写体の大きさ等のパラメータを変更することができなかった。
【０００５】
　本発明は、上記に鑑みてなされたものであって、ユーザが気にしている画像部分をよく
確認したり、関連するパラメータの効果を容易に確認しながら変更することができる撮像
装置、撮像方法およびプログラムを提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　上述した課題を解決し、目的を達成するために、本発明にかかる撮像装置は、レンズ部
を介して得られた被写体像の画像データを生成する撮像部と、前記撮像部が生成した前記
画像データに対応する画像を表示する第１の表示部と、前記第１の表示部が表示する前記
画像の一部の領域を指定する入力を受け付ける入力部と、前記入力部が入力を受け付けた
前記領域に対応する指定画像を前記第１の表示部とは異なる表示部に表示させる表示制御
部と、を備えたことを特徴とする。
【０００７】
　また、本発明にかかる撮像装置は、上記発明において、前記画像データに対応する画像
を表示可能な接眼部をさらに備え、前記表示制御部は、前記指定画像を前記接眼部に表示
させることを特徴とする。
【０００８】
　また、本発明にかかる撮像装置は、上記発明において、前記指定画像の表示態様に関す
るパラメータを変更するパラメータ変更部をさらに備え、前記表示制御部は、前記パラメ
ータ変更部が変更した前記指定画像を前記接眼部に表示させることを特徴とする。
【０００９】
　また、本発明にかかる撮像装置は、上記発明において、前記入力部が入力を受け付けた
前記領域を前記画像から切出してトリミング画像を生成するトリミング部をさらに備え、
前記表示制御部は、前記トリミング部が生成した前記トリミング画像を前記指定画像とし
て前記接眼部に表示させることを特徴とする。
【００１０】
　また、本発明にかかる撮像装置は、上記発明において、前記入力部は、前記第１の表示
部の表示画面上に設けられ、外部からの物体のタッチを検出し、検出したタッチ位置に応
じた位置信号を出力するタッチパネルを有し、前記パラメータ変更部は、前記タッチパネ
ルから出力される前記位置信号に応じて、前記トリミング画像の表示態様に関するパラメ
ータを変更することを特徴とする。
【００１１】
　また、本発明にかかる撮像装置は、上記発明において、前記パラメータは、少なくとも
前記トリミング画像に含まれる前記被写体像のピント状態、前記トリミング画像に含まれ
る前記被写体像の表示倍率、前記トリミング画像の表示領域サイズ、前記トリミング部が
前記画像から切出すトリミング領域および前記トリミング画像の輝度情報のいずれか一つ
以上であることを特徴とする。
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【００１２】
　また、本発明にかかる撮像装置は、上記発明において、前記レンズ部は、前記被写体像
に対するピントを調整するフォーカスレンズを有し、前記入力部は、前記フォーカスレン
ズを駆動する駆動信号の入力を受け付ける操作部を有することを特徴とする。
【００１３】
　また、本発明にかかる撮像装置は、上記発明において、前記レンズ部は、前記被写体像
を拡大するズームレンズを有し、前記指定部は、前記ズームレンズを駆動する駆動信号の
入力を受け付ける操作部を有することを特徴とする。
【００１４】
　また、本発明にかかる撮像装置は、上記発明において、前記操作部は、前記レンズ部に
設置されていることを特徴とする。
【００１５】
　また、本発明にかかる撮像装置は、上記発明において、前記撮像部が連続的に生成する
前記画像データを生成順に記憶するとともに、前記トリミング部が前記画像から前記領域
を順次切出して生成した前記前記トリミング画像に対応するトリミング画像データを生成
順に記憶する記憶部をさらに備えたことを特徴とする。
【００１６】
　また、本発明にかかる撮像装置は、上記発明において、前記接眼部は、当該撮像装置に
対して着脱自在な電子ビューファインダであることを特徴とする。
【００１７】
　また、本発明にかかる撮像方法は、レンズ部を介して得られた被写体像の画像データを
生成する撮像部と、前記撮像部が生成した前記画像データに対応する画像を表示する第１
の表示部と、を備えた撮像装置が実行する撮像方法であって、前記第１の表示部が表示す
る前記画像の一部の領域を指定する入力を受け付ける入力ステップと、前記入力ステップ
で入力を受け付けた前記領域に対応する指定画像を異なる表示部に表示させる表示制御ス
テップと、を含むことを特徴とする。
【００１８】
　また、本発明にかかるプログラムは、レンズ部を介して得られた被写体像の画像データ
を生成する撮像部と、前記撮像部が生成した前記画像データに対応する画像を表示する第
１の表示部と、を備えた撮像装置に実行させるプログラムであって、前記第１の表示部が
表示する前記画像の一部の領域を指定する入力を受け付ける入力ステップと、前記入力ス
テップで入力を受け付けた前記領域に対応する指定画像を異なる表示部に表示させる表示
制御ステップと、を実行させることを特徴とする。
【発明の効果】
【００１９】
　本発明によれば、表示制御部が入力部によって入力が受け付けられた画像の領域に対応
する指定画像を第２の表示部に表示させるので、ピント位置が含まれる拡大画像の表示位
置およびパラメータを容易に変更することができるという効果を奏する。
【図面の簡単な説明】
【００２０】
【図１】図１は、本発明の実施の形態１にかかる撮像装置の被写体に面する側の構成を示
す図である。
【図２】図２は、本発明の実施の形態１にかかる撮像装置の撮影者に面する側の構成を示
す図である。
【図３】図３は、本発明の実施の形態１にかかる撮像装置の構成を示すブロック図である
。
【図４】図４は、本発明の実施の形態１にかかる撮像装置の処理を示すフローチャートで
ある。
【図５】図５は、ユーザが接眼部で被写体に対するピント状態を確認しながら撮影を行う
際の状況を示す図である。
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【図６】図６は、図５に示す状況下でユーザが表示部によって表示されるライブビュー画
像内において所望の被写体に対してタッチする際の状況を模式的に示す図である。
【図７】図７は、図５に示す状況下で接眼部が連続的に表示する画像の一例を示す図であ
る。
【図８】図８は、本発明の実施の形態１にかかるタッチパネル操作判定・パラメータ変更
処理１の概要を示すフローチャートである。
【図９】図９は、タッチ位置検出部がタッチパネルの有効領域におけるタッチ位置を撮像
素子上の位置に換算する際の換算方法を模式的に説明する図である。
【図１０】図１０は、タッチ位置検出部がタッチパネルのタッチ位置を撮像素子上の位置
に換算する際の換算方法を模式的に説明する図である。
【図１１】図１１は、ユーザが表示部で被写体に対するピント状態を確認しながら撮影を
行う際の状況を示す図である。
【図１２】図１２は、図１１に示す状況下で表示部によって表示されるライブビュー画像
内において所望の被写体に対してタッチする際の状況を模式的に説明する図である。
【図１３】図１３は、本発明の実施の形態１にかかるタッチパネル操作判定・パラメータ
変更処理２の概要を示すフローチャートである。
【図１４】図１４は、本発明の実施の形態１の変形例１にかかる撮像装置が実行するタッ
チパネル操作判定・パラメータ変更処理２を模式的に説明する図である。
【図１５】図１５は、本発明の実施の形態１の変形例１にかかる撮像装置が実行するタッ
チパネル操作判定・パラメータ変更処理２の概要を示すフローチャートである。
【図１６】図１６は、タッチ位置検出部がタッチパネルのタッチ位置を撮像素子の撮影領
域上に換算する際の換算方法を模式的に説明する図である。
【図１７】図１７は、スライド距離とスライド限界距離との比率と拡大画像の表示倍率と
の関係を示す図である。
【図１８】図１８は、スライド距離とスライド限界距離との比率と拡大画像の表示領域サ
イズとの関係を示す図である。
【図１９】図１９は、本発明の実施の形態１の変形例１にかかる撮像装置が実行するタッ
チパネル操作判定・パラメータ変更処理２の別の概要を模式的に説明する図である。
【図２０】図２０は、本発明の実施の形態１の変形例２にかかる撮像装置が実行するタッ
チパネル操作判定・パラメータ変更処理２の概要を示すフローチャートである。
【図２１】図２１は、スライド距離とスライド限界距離との比率と拡大画像の表示倍率と
の関係を示す図である。
【図２２】図２２は、本発明の実施の形態１の変形例３にかかる撮像装置が実行するタッ
チパネル操作判定・パラメータ変更処理２の概要を示すフローチャートである。
【図２３】図２３は、表示部が表示する画像の一例を示す図である。
【図２４】図２４は、本発明の実施の形態２にかかる撮像装置の構成を示すブロック図で
ある。
【図２５】図２５は、本発明の実施の形態２にかかる撮像装置が実行するタッチパネル操
作判定・パラメータ変更処理１の概要を示すフローチャートである。
【図２６】図２６は、表示部が表示する画像に対してユーザがタッチする際の状況を模式
的に示す図である。
【図２７】図２７は、接眼部が表示する画像の一例を示す図である。
【図２８】図２８は、表示部が表示する画像に対してユーザがタッチする際の状況を模式
的に示す図である。
【図２９】図２９は、接眼部が表示する画像の一例を示す図である。
【図３０】図３０は、表示部が表示する画像に対してユーザがタッチする際の状況を模式
的に示す図である。
【図３１】図３１は、接眼部が表示する画像の一例を示す図である。
【図３２】図３２は、ＭＲ処理部が記憶部に記録される２つの画像データの一例を示す図
である。
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【図３３】図３３は、接眼部が表示する画像の一例を示す図である。
【図３４】図３４は、接眼部が表示する画像の一例を示す図である。
【図３５】図３５は、本発明の実施の形態２にかかる撮像装置が実行するタッチパネル操
作判定・パラメータ変更処理２の概要を示すフローチャートである。
【図３６】図３６は、表示部が表示する画像の一例を示す図である。
【図３７】図３７は、表示部が表示する画像に対してユーザがタッチする際の状況を模式
的に示す図である。
【図３８】図３８は、表示部が表示する画像に対してユーザがタッチする際の状況を模式
的に示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００２１】
　以下に、図面を参照して、本発明を実施するための形態（以下、「実施の形態」という
）について説明する。なお、以下の説明において、本発明にかかる撮像装置の一例として
デジタル一眼レフカメラを例示するが、この実施の形態によって本発明が限定されるもの
ではない。また、図面の記載において、同一の部分には同一の符号を付して説明する。
【００２２】
　図１は、本発明の実施の形態１にかかる撮像装置の被写体に面する側（前面側）の構成
を示す図である。図２は、本発明の実施の形態１にかかる撮像装置の撮影者に面する側（
背面側）の構成を示す図である。図３は、本発明の実施の形態１にかかる撮像装置の構成
を示すブロック図である。
【００２３】
　図１～図３に示すように、撮像装置１は、本体部２と、本体部２に着脱自在なレンズ部
３と、本体部２に着脱自在な接眼部（電子ビューファインダー）４と、を備える。
【００２４】
　本体部２は、シャッタ２０１と、シャッタ駆動部２０２と、撮像素子２０３と、撮像素
子駆動部２０４と、信号処理部２０５と、発光部２０６と、時計２０７と、本体通信部２
０８と、アクセサリ通信部２０９と、操作入力部２１０と、表示部２１１と、タッチパネ
ル２１２と、記憶部２１３と、制御部２１４と、を備える。
【００２５】
　シャッタ２０１は、開閉動作を行うことにより、撮像素子２０３の状態を露光状態また
は遮光状態に設定する露光動作を行う。シャッタ２０１は、フォーカルプレンシャッタ等
のメカニカルシャッタを用いて構成される。シャッタ駆動部２０２は、ステッピングモー
タ等を用いて構成され、制御部２１４から入力される指示信号に応じてシャッタ２０１を
駆動する。撮像素子２０３が露光蓄積時間を制御する電子的なシャッタ（たとえばローリ
ングシャッタ方式やグローバルシャッタ方式）を代用して、これを具備しなくてもよい。
【００２６】
　撮像素子２０３は、ＣＣＤ（Charge　Coupled　Device）またはＣＭＯＳ（Complementa
ry　Metal　Oxide　Semiconductor）等を用いて構成され、レンズ部３が集光した光を受
光して光電変換を行うことによって画像データを連続的に生成する。撮像素子駆動部２０
４は、所定のタイミングで撮像素子２０３から画像データ（アナログ信号）を信号処理部
２０５に出力させる。
【００２７】
　信号処理部２０５は、撮像素子２０３から出力される画像データに増幅等の信号処理を
施した後、Ａ／Ｄ変換を行うことによってデジタルの画像データを生成して制御部２１４
に出力する。
【００２８】
　発光部２０６は、キセノンランプまたはＬＥＤ（Light　Emitting　Diode）等を用いて
構成される。発光部２０６は、撮像装置１が撮像する視野領域へ向けて補助光であるスト
ロボ光を照射する。
【００２９】
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　時計２０７は、計時機能および撮影日時の判定機能を有する。時計２０７は、撮像素子
２０３によって撮像された画像データに日時データを付加するため、制御部２１４に日時
データを出力する。
【００３０】
　本体通信部２０８は、本体部２に装着されたレンズ部３との通信を行うための通信イン
ターフェースである。アクセサリ通信部２０９は、本体部２に装着される接眼部４との通
信を行うための通信インターフェースである。なお、アクセサリ通信部２０９は、接眼部
４と異なるアクセサリ、たとえばエレクトロニックフラッシュ、ＧＰＳ受信装置およびマ
イク等と通信を行うこともできる。
【００３１】
　操作入力部２１０は、図１および図２に示すように、撮像装置１の電源状態をオン状態
またはオフ状態に切り換える電源スイッチ２１０ａと、静止画撮影または動画撮影の指示
を与えるレリーズ信号を入力するレリーズスイッチ２１０ｂと、撮像装置１に設定された
各種撮影モード切換の指示を与える切換信号を入力する撮影モード切換スイッチ２１０ｃ
と、を有する。レリーズスイッチ２１０ｂは、外部からの押圧により進退可能である。レ
リーズスイッチ２１０ｂが半押しされた場合、撮影準備動作を指示する１ｓｔレリーズ信
号が入力される。これに対し、レリーズスイッチ２１０ｂが全押しされた場合、静止画撮
影を指示する２ｎｄレリーズ信号が入力される。
【００３２】
　表示部２１１は、液晶または有機ＥＬ（Electro　Luminescence）等からなる表示パネ
ルを用いて実現される。表示部２１１は、画像データに対応する画像を表示する。表示部
２１１は、撮像装置１の操作に関する操作情報や撮影に関する撮影情報を表示する。
【００３３】
　タッチパネル２１２は、表示部２１１の表示画面上に設けられる。タッチパネル２１２
は、外部からの物体のタッチを検出し、検出したタッチ位置に応じた位置信号を出力する
。また、タッチパネル２１２は、ユーザが表示部２１１で表示される情報に基づいて接触
した位置を検出し、この検出した接触位置に応じて撮像装置１が行う動作を指示する指示
信号の入力を受け付けてもよい。一般に、タッチパネル２１２としては、抵抗膜方式、静
電容量方式、光学方式等がある。本実施の形態１では、いずれの方式のタッチパネルであ
っても適用可能である。なお、本実施の形態１では、タッチパネル２１２が入力部として
機能する。
【００３４】
　記憶部２１３は、撮像装置１の内部に固定的に設けられるフラッシュメモリやＤＲＡＭ
（Dynamic　Random　Access　Memory）等の半導体メモリを用いて実現される。記憶部２
１３は、撮像装置１を動作させるための各種プログラム、本実施の形態１にかかるプログ
ラムおよびプログラムの実行中に使用される各種データやパラメータ等を記憶する。記憶
部２１３は、画像データを記憶するとともに、本体部２に装着可能なレンズ部３の情報や
レンズ部３の種類に応じた画像データの補正情報等の情報を記憶する。なお、記憶部２１
３が、外部から装着されるメモリカード等のコンピュータで読取可能な記憶媒体を含むも
のであってもよい。
【００３５】
　制御部２１４は、ＣＰＵ（Central　Processing　Unit）等を用いて構成される。制御
部２１４は、操作入力部２１０やタッチパネル２１２からの指示信号や切換信号等に応じ
て撮像装置１を構成する各部に対応する指示やデータの転送等を行って撮像装置１の動作
を統括的に制御する。
【００３６】
　制御部２１４の詳細な構成について説明する。制御部２１４は、画像処理部２１４ａと
、顔検出部２１４ｂと、タッチ位置検出部２１４ｃと、トリミング部２１４ｄと、パラメ
ータ変更部２１４ｅと、撮影制御部２１４ｆと、表示制御部２１４ｇと、を有する。
【００３７】
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　画像処理部２１４ａは、画像エンジン（画像コントローラ）を用いて構成され、信号処
理部２０５から入力される画像データに対して各種の画像処理を施して記憶部２１３に出
力する。具体的には、画像処理部２１４ａは、画像データに対して、少なくとも画像の明
るさを調整するゲイン処理、階調を補正する階調補正処理、エッジ処理、ホワイトバラン
ス処理、色補正処理およびγ補正処理を含む画像処理を行う。画像処理部２１４ａは、Ｊ
ＰＥＧ（Joint　Photographic　Experts　Group）方式に従って画像データを圧縮し、圧
縮した画像データを記憶部２１３に記憶させてもよい。
【００３８】
　顔検出部２１４ｂは、画像データに対応する画像に含まれる人物の顔をパターンマッチ
ングによって検出する。なお、顔検出部２１４ｂは、人物の顔だけでなく、犬や猫等の顔
を検出してもよい。さらに、顔検出部２１４ｂは、パターンマッチング以外の周知技術を
用いて人物の顔を検出してもよい。
【００３９】
　タッチ位置検出部２１４ｃは、タッチパネル２１２から入力される位置信号に基づいて
、タッチ位置を撮像素子２０３上の位置に換算する。具体的には、タッチ位置検出部２１
４ｃは、タッチパネル２１２から位置信号が入力された場合、この位置信号に対応する撮
像素子２０３上の位置（座標）を検出する。また、タッチ位置検出部２１４ｃは、タッチ
パネル２１２から入力される時間的に変化する位置信号に基づいて、ユーザによるスライ
ド操作による移動距離を算出する。
【００４０】
　トリミング部２１４ｄは、タッチパネル２１２から入力される位置信号に基づいて、ユ
ーザがタッチしたタッチ位置を含む領域を所定の大きさで切出して拡大することによりト
リミング（以下、「拡大画像」という）を生成する。具体的には、トリミング部２１４ｄ
は、タッチパネル２１２から入力される位置信号に基づいて、ユーザがタッチしたタッチ
位置を含む領域を対象領域として、表示部２１１の表示領域より小さい限定された領域の
拡大画像を生成する。たとえば、トリミング部２１４ｄは、表示部２１１の表示領域の１
／３の表示領域サイズの拡大画像を生成する。
【００４１】
　パラメータ変更部２１４ｅは、操作入力部２１０、タッチパネル２１２または後述する
レンズ部３のレンズ操作部３０９から入力される指示信号や操作信号に基づいて、拡大画
像の表示態様のパラメータを変更する。ここで、パラメータとは、拡大画像に含まれる被
写体のピント状態、拡大画像に含まれる被写体の表示倍率（倍率）、拡大画像の表示サイ
ズおよび拡大画像の輝度情報などいわゆる撮影パラメータを想定している。また、パラメ
ータ変更部２１４ｅは、操作入力部２１０、タッチパネル２１２または後述するレンズ部
３のレンズ操作部３０９から入力される指示信号や操作信号に基づいて、拡大画像の露出
状態およびＩＳＯ感度を変更する。さらに、パラメータ変更部２１４ｅは、撮像装置１の
撮像パラメータを変更する。具体的には、パラメータ変更部２１４ｅは、タッチパネル２
１２または後述するレンズ部３のレンズ操作部３０９から入力される指示信号や操作信号
に基づいて、レンズ部３のズーム倍率、絞り、ピント位置、または撮像装置１の露出時間
、シャッタ速度およびＩＳＯ感度、表示部２１１が表示する画像の明るさや画像サイズ等
の撮影パラメータを想定しており、および、条件におうじては、表示時の視認性向上など
表示パラメータを変更するようにしてもよい。
【００４２】
　撮影制御部２１４ｆは、レリーズスイッチ２１０ｂを介してレリーズ信号が入力された
場合、撮像装置１における撮影動作を開始する制御を行う。ここで、撮像装置１における
撮影動作とは、シャッタ駆動部２０２および撮像素子駆動部２０４の駆動によって撮像素
子２０３が出力した画像データに対し、信号処理部２０５および画像処理部２１４ａが所
定の処理を施す動作をいう。このように処理が施された画像データは、撮影制御部２１４
ｆによって記憶部２１３に記憶される。
【００４３】
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　表示制御部２１４ｇは、画像データに対応する画像を表示部２１１および／または接眼
表示部４２に表示させる。具体的には、表示制御部２１４ｇは、接眼表示部４２が表示可
能な状態、たとえば電源がオン状態に設定された場合、画像データに対応するライブビュ
ー画像を接眼表示部４２に表示させる一方、接眼表示部４２がオフ状態に設定された場合
、画像データに対応するライブビュー画像を表示部２１１に表示させる。また、表示制御
部２１４ｇは、トリミング部２１４ｄが生成した拡大画像を接眼表示部４２に表示させる
。さらに、表示制御部２１４ｇは、トリミング部２１４ｄが生成した拡大画像をライブビ
ュー画像に重畳して表示部２１１に表示させるとともに、タッチパネル２１２が出力する
位置信号の変化に応じて、拡大画像の表示態様を制御する。
【００４４】
　以上の構成を有する本体部２に対して、インターネットを介してパーソナルコンピュー
タ（図示せず）と双方向に通信可能な通信機能を具備させてもよい。
【００４５】
　レンズ部３は、光学系３０１と、ズームレンズ駆動部３０２と、ズームレンズ位置検出
部３０３と、フォーカスレンズ駆動部３０４と、フォーカスレンズ位置検出部３０５と、
絞り３０６と、絞り駆動部３０７と、絞り値検出部３０８と、レンズ操作部３０９と、レ
ンズ記憶部３１０と、レンズ通信部３１１と、レンズ制御部３１２と、を備える。
【００４６】
　光学系３０１は、所定の視野領域から光を集光し、この集光した光を撮像素子２０３の
撮像面に結像する。光学系３０１は、ズームレンズ３０１ａと、フォーカスレンズ３０１
ｂを有する。ズームレンズ３０１ａは、一または複数のレンズを用いて構成され、光軸Ｌ
上に沿って移動することにより、光学系３０１のズーム倍率を変更する。フォーカスレン
ズ３０１ｂは、一または複数のレンズを用いて構成され、光軸Ｌ上に沿って移動すること
により、光学系３０１のピント位置および焦点距離を変更する。
【００４７】
　ズームレンズ駆動部３０２は、ステッピングモータやＤＣモータ等を用いて構成される
。ズームレンズ駆動部３０２は、レンズ制御部３１２の制御のもと、ズームレンズ３０１
ａを光軸Ｌ上に沿って移動させる。
【００４８】
　ズームレンズ位置検出部３０３は、フォトインタラプタ等を用いて構成され、ズームレ
ンズ駆動部３０２によって駆動されたズームレンズの位置を検出する。具体的には、ズー
ムレンズ位置検出部３０３は、ズームレンズ駆動部３０２に含まれる駆動用モータの回転
量をパルス数に変換し、変換したパルス数に基づいて、無限遠を基準とする基準位置から
のズームレンズ３０１ａの光軸Ｌ上における位置を検出する。
【００４９】
　フォーカスレンズ駆動部３０４は、ステッピングモータやＤＣモータ等を用いて構成さ
れる。フォーカスレンズ駆動部３０４は、レンズ制御部３１２の制御のもと、フォーカス
レンズ３０１ｂを光軸Ｌ上に沿って移動させる。
【００５０】
　フォーカスレンズ位置検出部３０５は、フォトインタラプタ等を用いて構成され、フォ
ーカスレンズ駆動部によって駆動されたフォーカスレンズの位置を検出する。フォーカス
レンズ位置検出部３０５は、ズームレンズ位置検出部３０３と同様の方法により、フォー
カスレンズ３０１ｂの光軸Ｌ上における位置を検出する。
【００５１】
　絞り３０６は、光学系３０１が集光した光の入射量を制限することにより露出の調整を
行う。絞り駆動部３０７は、ステッピングモータ等を用いて構成され、レンズ制御部３１
２の制御のもと、絞り３０６を駆動することにより、撮像素子２０３に入射する光の光量
を調整する。
【００５２】
　絞り値検出部３０８は、絞り駆動部３０７によって駆動された絞り３０６の状態を検出
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することにより、絞り３０６の絞り値を検出する。絞り値検出部３０８は、リニアエンコ
ーダや可変抵抗素子等のポテンションメータおよびＡ／Ｄ変換回路等を用いて構成される
。
【００５３】
　レンズ操作部３０９は、図１に示すように、レンズ部３のレンズ鏡筒の周囲に設けられ
るリング３０９ａ等であり、光学系３０１内のズームレンズ３０１ａやフォーカスレンズ
３０１ｂの動作または撮像装置１の動作を指示する指示信号が入力される。なお、レンズ
操作部３０９は、プッシュ式のスイッチ等であってもよい。
【００５４】
　レンズ記憶部３１０は、光学系３０１および絞り３０６の位置や動きを決定するための
制御用プログラムを記憶する。レンズ記憶部３１０は、光学系３０１の倍率、焦点距離、
画角、収差およびＦ値（明るさ）等を記憶する。
【００５５】
　レンズ通信部３１１は、レンズ部３が本体部２に装着されたときに、本体部２の本体通
信部２０８と通信を行うための通信インターフェースである。
【００５６】
　レンズ制御部３１２は、ＣＰＵ等を用いて構成され、本体通信部２０８およびレンズ通
信部３１１を介して入力される制御部２１４からの指示信号や駆動信号に応じてレンズ部
３の動作を制御する。レンズ制御部３１２は、本体通信部２０８およびレンズ通信部３１
１を介して撮像素子２０３が画像データを生成するタイミングに同期してズームレンズ位
置検出部３０３が検出したズームレンズ３０１ａの位置、フォーカスレンズ位置検出部３
０５が検出したフォーカスレンズ３０１ｂの位置および絞り値検出部３０８が検出した絞
り３０６の絞り値を制御部２１４に出力する。
【００５７】
　接眼部４は、ユーザが目を近接させることによって認識可能な表示画面を表示する。接
眼部４は、撮像素子２０３が生成した画像データに対応するライブビュー画像を表示し、
このライブビュー画像の表示領域が表示部２１１の表示領域より小さい。接眼部４は、接
眼通信部４１と、接眼表示部４２と、を備える。
【００５８】
　接眼通信部４１は、接眼部４が本体部２に装着されたときに、本体部２のアクセサリ通
信部２０９と通信を行うためのインターフェースである。
【００５９】
　接眼表示部４２は、液晶または有機ＥＬ（Electro　Luminescence）等からなる表示パ
ネルを用いて実現される。接眼表示部４２は、画像データに対応するライブビュー画像を
表示する。接眼表示部４２は、ライブビュー画像の表示領域が表示部２１１の表示領域よ
り小さい。接眼表示部４２は、撮像装置１の操作情報または撮影状況に関する撮影情報を
ライブビュー画像に重畳して表示する。接眼表示部４２は、ユーザが目を近接させること
により、ライブビュー画像が確認される。接眼表示部４２は、表示制御部２１４ｇの制御
のもと、トリミング部２１４ｄが連続して生成した拡大画像データに対応する拡大画像を
表示する。
【００６０】
　以上の構成を有する撮像装置１が行う動作について説明する。図４は、撮像装置１の処
理を示すフローチャートである。
【００６１】
　図４に示すように、撮像装置１が撮影モードに設定されている場合（ステップＳ１０１
：Ｙｅｓ）について説明する。この場合、制御部２１４は、接眼部４が有効であるか否か
を判断する（ステップＳ１０２）。具体的には、制御部２１４は、接眼部４の電源スイッ
チ（図示せず）がオン状態であるか、またはユーザが接触センサ（図示せず）に接触する
ことにより接触センサから検出信号が出力されているか否かを判断することにより、接眼
部４が有効であるか否かを判断する。接眼部４が有効であると制御部２１４が判断した場
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合（ステップＳ１０２：Ｙｅｓ）、撮像装置１は、後述するステップＳ１０３へ移行する
。一方、接眼部４が有効でないと制御部２１４が判断した場合（ステップＳ１０２：Ｎｏ
）、撮像装置１は、後述するステップＳ１０９へ移行する。
【００６２】
　ステップＳ１０３において、表示制御部２１４ｇは、撮像素子２０３が連続的に生成す
る画像データに対応するライブビュー画像を接眼表示部４２および表示部２１１にそれぞ
れ順次表示させる。
【００６３】
　続いて、撮像装置１は、タッチパネル２１２に対して行われるタッチ操作の判定を行い
、この判定結果に基づいて、撮像装置１の撮影条件および接眼部４が表示する表示画像の
パラメータを変更するタッチパネル操作判定・パラメータ変更処理１を実行する（ステッ
プＳ１０４）。なお、タッチパネル操作判定・パラメータ変更処理１の詳細については後
述する。
【００６４】
　その後、レリーズスイッチ２１０ｂから２ｎｄレリーズ信号が入力された場合（ステッ
プＳ１０５：Ｙｅｓ）、撮影制御部２１４ｆは、静止画撮影を行い（ステップＳ１０６）
、撮像した画像データを記憶部２１３に記憶する（ステップＳ１０７）。
【００６５】
　続いて、制御部２１４は、終了操作が行われたか否かを判断する（ステップＳ１０８）
。具体的には、制御部２１４は、電源スイッチ２１０ａが操作されることにより、撮像装
置１の電源がオフ状態になったか否かを判断することにより、終了操作が行われたか否か
を判断する。終了操作が行われたと制御部２１４が判断した場合（ステップＳ１０８：Ｙ
ｅｓ）、本処理を終了する。一方、終了操作が行われていないと制御部２１４が判断した
場合（ステップＳ１０８：Ｎｏ）、撮像装置１は、ステップＳ１０１へ戻る。
【００６６】
　ステップＳ１０５において、レリーズスイッチ２１０ｂを介して２ｎｄレリーズ信号が
入力されていないと制御部２１４が判断した場合（ステップＳ１０５：Ｎｏ）、撮像装置
１は、ステップＳ１０８へ移行する。
【００６７】
　ステップＳ１０９において、表示制御部２１４ｇは、撮像素子２０３が連続的に生成す
る画像データに対応するライブビュー画像を表示部２１１に順次表示させる。
【００６８】
　続いて、撮像装置１は、タッチパネル２１２に対して行われるタッチ操作の判定を行い
、この判定結果に基づいて撮像装置１の撮影条件および表示部２１１の表示画像のパラメ
ータを変更するタッチパネル操作判定・パラメータ変更処理２を実行する（ステップＳ１
１０）。なお、タッチパネル操作判定・パラメータ変更処理２の詳細については後述する
。その後、撮像装置１は、ステップＳ１０５へ移行する。
【００６９】
　つぎに、撮像装置１が撮影モードに設定されていない場合（ステップＳ１０１：Ｎｏ）
について説明する。この場合、制御部２１４は、撮像装置１が記憶部２１３に記憶された
画像データを再生する再生モードに設定されているか否かを判断する。撮像装置１が再生
モードに設定されていると制御部２１４が判断した場合（ステップＳ１１１：Ｙｅｓ）、
撮像装置１は、ステップＳ１１２へ移行する。一方、撮像装置１が再生モードに設定され
ていないと制御部２１４が判断した場合（ステップＳ１１１：Ｎｏ）、撮像装置１は、ス
テップＳ１０８へ戻る。
【００７０】
　続いて、表示制御部２１４ｇは、記憶部２１３が記憶する画像データに対応する画像を
表示部２１１へ表示させる（ステップＳ１１２）。
【００７１】
　その後、切替スイッチ（図示せず）から画像の変更を指示する切替信号が入力された場
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合（ステップＳ１１３：Ｙｅｓ）、表示制御部２１４ｇは、表示部２１１が表示する画像
を変更する（ステップＳ１１４）。ステップＳ１１４の後、撮像装置１は、ステップＳ１
１２へ戻る。一方、切替信号が入力されていない場合（ステップＳ１１３：Ｎｏ）、撮像
装置１は、ステップＳ１０８へ戻る。
【００７２】
　つぎに、図４のステップＳ１０４で説明したタッチパネル操作判定・パラメータ変更処
理１について説明する。なお、以下においては、まず、本実施の形態１にかかるタッチパ
ネル操作判定・パラメータ変更処理１の概要について説明する。その後、タッチパネル操
作判定・パラメータ変更処理１について詳細に説明する。
【００７３】
　図５は、ユーザが接眼部４で被写体Ｏ１（花）に対するピント状態を確認しながら撮影
を行う際の状況を示す図である。図６は、図５に示す状況下でユーザが表示部２１１によ
って表示されるライブビュー画像内において所望の被写体Ｏ１に対してタッチする際の状
況を模式的に示す図である。図７は、図５に示す状況下で接眼部４が連続的に表示する画
像の一例を示す図である。
【００７４】
　図５および図６に示すように、ユーザは、撮像装置１の本体部２とレンズ部３とに対し
てホールディングした状態から、手ブレを防止するため、極力、指や手を動かさないで必
要な撮影操作、たとえば被写体Ｏ１のピント状態の確認およびレンズ部３のピント変更操
作等を敏速かつ容易に行いたい。また、図６に示すように、ユーザは、親指でタッチパネ
ル２１２上をタッチできる領域が狭いうえ、表示部２１１を見ることなく、接眼部４を覗
きこんでいる場合が多い。このため、本実施の形態１にかかるタッチパネル操作判定・パ
ラメータ変更処理１では、ユーザが撮像装置１をホールディングした状態から右手の親指
で操作可能な領域をタッチパネル２１２の有効領域として設定するようにしてもよい。も
ちろん、ダイレクトにタッチする制御にしてもよい。
【００７５】
　また、ユーザは、右手の人差し指をレリーズスイッチ２１０ｂにおいたまま、左手でレ
ンズ部３を保持しつつ、被写体Ｏ１のピント状態の確認を行いたい。そこで、本実施の形
態１にかかるタッチパネル操作判定・パラメータ変更処理１では、ユーザが被写体Ｏ１の
ピント状態を接眼部４の接眼表示部４２で確認することができるように、ユーザが右手の
親指でタッチパネル２１２を介して表示部２１１によって表示されているライブビュー画
像Ｗ１の被写体Ｏ１にタッチした場合、そのタッチ位置を含む対象領域Ｒ１をトリミング
部２１４ｄが切出して拡大画像Ｗ２を生成し、この拡大画像Ｗ２を表示制御部２１４ｇが
接眼表示部４２に表示させる（図７）。その後、パラメータ変更部２１４ｅは、リング３
０９ａの操作に応じて、レンズ制御部３１２を介してフォーカスレンズ駆動部３０４を駆
動させることにより、拡大画像Ｗ２およびライブビュー画像Ｗ１に含まれる被写体Ｏ１に
対するレンズ部３のピント（フォーカス）を変更する。また、図５～図７においては、被
写体Ｏ１に対するピント状態の調整であったが、ユーザがリング３０９ａを操作すること
により、被写体Ｏ１の拡大または縮小の調整を行ってもよい。この場合、パラメータ変更
部２１４ｅは、リング３０９ａの操作に応じて、レンズ制御部３１２を介してズームレン
ズ駆動部３０２を駆動させることにより、拡大画像Ｗ２およびライブビュー画像Ｗ１に含
まれる被写体Ｏ１に対する倍率を変更する。さらに、図７において、表示制御部２１４ｇ
は、撮像装置１の撮影パラメータに関する情報として拡大または縮小中であることを示す
アイコンを表示部２１１に表示させてもよい。
【００７６】
　このように、本実施の形態１にかかるタッチパネル操作判定・パラメータ変更処理１で
は、ユーザが撮像装置１に対してホールディングした状態を維持したまま、目視で困難な
被写体Ｏ１のピントに対する確認を行いながら、リング３０９ａを操作することで被写体
Ｏ１に対するレンズ部３のピント位置（フォーカス位置）の変更を簡単に行うことができ
る。なお、本実施の形態１では、有効領域を適宜設定することができる。さらに、図７の
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拡大画像Ｗ２において、表示制御部２１４ｇは、撮像装置１の撮影モードに関する情報と
してアイコンＡ１を接眼表示部４２に表示させてもよい。アイコンＡ１は、撮像装置１が
マニュアルフォーカスモードに設定されていることを示すアイコンである。
【００７７】
　図８は、タッチパネル操作判定・パラメータ変更処理１の概要を示すフローチャートで
ある。
【００７８】
　図８に示すように、制御部２１４は、ユーザがタッチパネル２１２に対してタッチを継
続しているか否かを判断する（ステップＳ２０１）。具体的には、制御部２１４は、タッ
チパネル２１２から位置信号が出力されているか否かを判断することにより、ユーザがタ
ッチパネル２１２に対してタッチを継続しているか否かを判断する。ユーザがタッチパネ
ル２１２に対してタッチを継続していると制御部２１４が判断した場合（ステップＳ２０
１：Ｙｅｓ）、撮像装置１は、後述するステップＳ２１１へ移行する。一方、ユーザがタ
ッチパネル２１２に対してタッチを継続していないと制御部２１４が判断した場合（ステ
ップＳ２０１：Ｎｏ）、撮像装置１は、後述するステップＳ２０２へ移行する。
【００７９】
　ステップＳ２０２において、制御部２１４は、タッチパネル２１２がタッチを検出した
か否かを判断する。具体的には、制御部２１４は、タッチパネル２１２から位置信号が出
力されたか否かを判断する。タッチパネル２１２がタッチを検出したと制御部２１４が判
断した場合（ステップＳ２０２：Ｙｅｓ）、撮像装置１は、後述するステップＳ２０３へ
移行する。一方、タッチパネル２１２がタッチを検出していないと制御部２１４が判断し
た場合（ステップＳ２０２：Ｎｏ）、撮像装置１は、後述するステップＳ２１６へ移行す
る。
【００８０】
　ステップＳ２０３において、制御部２１４は、ユーザがタッチパネル２１２にタッチし
たタッチ位置が有効領域（図６を参照）であるか否かを判断する。ユーザがタッチパネル
２１２にタッチしたタッチ位置が有効領域であると制御部２１４が判断した場合（ステッ
プＳ２０３：Ｙｅｓ）、撮像装置１は、ステップＳ２０４へ移行する。一方、ユーザがタ
ッチパネル２１２にタッチしたタッチ位置が有効領域でないと制御部２１４が判断した場
合（ステップＳ２０３：Ｎｏ）、撮像装置１は、ステップＳ２０５へ移行する。
【００８１】
　ステップＳ２０４において、タッチ位置検出部２１４ｃは、ユーザがタッチパネル２１
２の有効領域にタッチしたタッチ位置を撮像素子２０３の位置（座標）に換算する。
【００８２】
　図９は、タッチ位置検出部２１４ｃがタッチパネル２１２の有効領域におけるタッチ位
置を撮像素子２０３上の位置に換算する際の換算方法を模式的に説明する図である。図９
において、タッチパネル２１２の左下を原点Ｐ１とし、タッチパネル２１２の横方向をＸ
軸とし、タッチパネル２１２の縦方向をＹ軸とする座標系として考える。また、撮像素子
２０３の撮像領域において左下を原点とし、撮像素子２０３の横方向をＸ軸とし、撮像素
子２０３の縦方向をＹ軸とする座標系として考える。
【００８３】
　図９に示すように、タッチ位置検出部２１４ｃは、タッチパネル２１２の右下の点Ｐ２
の座標を（Ｘ1，０）、有効領域Ｒ１１の左上の点Ｐ３の座標を（Ｘ0，Ｙ0）、タッチ位
置Ｐ４の座標を（Ｘf，Ｙf）、撮像素子２０３の撮像領域の右上の点を（Ｘi1，Ｙi1）と
したとき、以下の式によってタッチ位置を撮像素子２０３上の位置（Ｘif，Ｙif）に換算
する。
　Ｘf：Ｘif＝（Ｘ1－Ｘ0）：Ｘi1　　　・・・（１）
したがって、
　Ｘif＝Ｘi1×Ｘf／（Ｘ1－Ｘ0）　　　・・・（２）
になる。同様に、
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　Ｙf：Ｙif＝Ｙ0：Ｙi1　　　・・・（３）
したがって、
　Ｙif＝Ｙi1×（Ｙf／Ｙ0）　　　・・・（４）
になる。このように、タッチ位置検出部２１４ｃは、式（２）および式（４）を用いて、
ユーザがタッチパネル２１２の有効領域Ｒ１１においてタッチしたタッチ位置を撮像素子
２０３上の位置（座標）に換算する。
【００８４】
　図８に戻り、ステップＳ２０５において、タッチ位置検出部２１４ｃは、ユーザがタッ
チパネル２１２にタッチしたタッチ位置を撮像素子２０３上の位置に換算する。
【００８５】
　図１０は、タッチ位置検出部２１４ｃがタッチパネル２１２のタッチ位置を撮像素子２
０３上の位置に換算する際の換算方法を模式的に説明する図である。図１０において、タ
ッチパネル２１２の左下を原点Ｐ１とし、タッチパネル２１２の横方向をＸ軸とし、タッ
チパネルの縦方向をＹ軸とする座標系として考える。また、撮像素子２０３の左下を原点
とし、撮像素子２０３の横方向をＸ軸とし、撮像素子２０３の縦方向をＹ軸とする座標系
として考える。
【００８６】
　図１０に示すように、タッチ位置検出部２１４ｃは、タッチパネル２１２の右下の点Ｐ
２の座標を（Ｘ1，０）、タッチパネル２１２の右上の点Ｐ５の座標を（Ｘ1，Ｙ1）、タ
ッチ位置Ｐ４の座標を（Ｘf，Ｙf）、撮像素子２０３の右上の点を（Ｘi1，Ｙi1）とした
とき、以下の式によってタッチ位置を撮像素子２０３上の位置（Ｘif，Ｙif）に換算する
。
　Ｘf：Ｘif＝Ｘ1：Ｘi1　　　・・・（５）
したがって、
　Ｘif＝Ｘi1×（Ｘf／Ｘ1）　　　・・・（６）
になる。同様に、
　Ｙf：Ｙif＝Ｙ1：Ｙi1　　　・・・（７）
したがって、
　Ｙif＝Ｙi1×（Ｙf／Ｙ1）　　　・・・（８）
になる。このように、タッチ位置検出部２１４ｃは、式（６）および式（８）を用いて、
ユーザがタッチパネル２１２をタッチしたタッチ位置を撮像素子２０３上の位置（座標）
に換算する。
【００８７】
　図８に戻り、ステップＳ２０６において、表示制御部２１４ｇは、タッチ位置検出部２
１４ｃが換算した位置に基づいて、対象領域の枠を表示部２１１に表示させる。具体的に
は、図６に示すように、表示制御部２１４ｇは、タッチ位置検出部２１４ｃが換算した換
算位置を含む対象領域に対応する枠Ｒ１を表示部２１１に表示させる。これにより、ユー
ザは、タッチしたタッチ領域を直感的に把握することができる。
【００８８】
　続いて、トリミング部２１４ｄは、ライブビュー画像から対象領域Ｒ１を切り出して拡
大画像を生成する（ステップＳ２０７）。
【００８９】
　その後、表示制御部２１４ｇは、トリミング部２１４ｄが生成した拡大画像を接眼表示
部４２に表示させる（ステップＳ２０８）。
【００９０】
　続いて、制御部２１４は、ユーザがリング３０９ａを操作したか否かを判断する（ステ
ップＳ２０９）。具体的には、制御部２１４は、ユーザがリング３０９ａを左右どちらか
一方に回転させる操作を行うことにより、リング３０９ａからレンズ部３のフォーカス位
置および／またはフォーカス距離の変更を指示する指示信号が入力されたか否かを判断す
る。ユーザがリング３０９ａを操作したと制御部２１４が判断した場合（ステップＳ２０
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９：Ｙｅｓ）、撮像装置１は、ステップＳ２１０へ移行する。一方、ユーザがリング３０
９ａを操作していないと制御部２１４が判断した場合（ステップＳ２０９：Ｎｏ）、撮像
装置１は、図４のメインルーチンへ戻る。
【００９１】
　ステップＳ２１０において、パラメータ変更部２１４ｅは、リング３０９ａから入力さ
れる指示信号に基づいて、レンズ部３のフォーカス位置を変更する。具体的には、パラメ
ータ変更部２１４ｅは、リング３０９ａから入力される指示信号に基づいて、本体通信部
２０８およびレンズ通信部３１１を介してレンズ制御部３１２に、フォーカスレンズ駆動
部３０４を駆動させてフォーカスレンズ３０１ｂを光軸Ｌ上に沿って移動させることによ
り、レンズ部３のフォーカス位置を変更させる駆動信号を出力する。これにより、拡大画
像に含まれる被写体のピント状態が変化することにより、ユーザが所望するピント状態に
なる。なお、フォーカス位置には、レンズ部３のフォーカス位置（ピント位置）およびピ
ント距離（合焦距離）が含まれる。その後、撮像装置１は、図４のメインルーチンへ戻る
。
【００９２】
　ステップＳ２１１において、制御部２１４は、ユーザがタッチパネル２１２にタッチし
たタッチ位置が有効領域であるか否かを判断する。ユーザがタッチパネル２１２にタッチ
したタッチ位置が有効領域であると制御部２１４が判断した場合（ステップＳ２１１：Ｙ
ｅｓ）、撮像装置１は、ステップＳ２１２へ移行する。一方、ユーザがタッチパネル２１
２にタッチしたタッチ位置が有効領域でないと制御部２１４が判断した場合（ステップＳ
２１１：Ｎｏ）、撮像装置１は、ステップＳ２１３へ移行する。
【００９３】
　ステップＳ２１２およびステップＳ２１３は、上述したステップＳ２０４およびステッ
プＳ２０５それぞれに対応する。
【００９４】
　続いて、トリミング部２１４ｄは、タッチ位置検出部２１４ｃが換算した換算位置に基
づいて、タッチ位置を含む対象領域をライブビュー画像から切出して拡大した拡大画像を
生成する（ステップＳ２１４）。
【００９５】
　その後、表示制御部２１４ｇは、トリミング部２１４ｄが生成した拡大画像を接眼表示
部４２に表示させる（ステップＳ２１５）。これにより、図５～図７に示すように、ユー
ザは、右手の人差し指をレリーズスイッチ２１０ｂにおいたまま、左手でレンズ部３のリ
ング３０９ａを操作して、接眼部４の接眼表示部４２で拡大画像Ｗ２を確認しながら所望
の被写体Ｏ１に対してレンズ部３のピント調整を容易かつ敏速に行うことができる。ステ
ップＳ２１５の後、撮像装置１は、ステップＳ２０９へ移行する。
【００９６】
　ステップＳ２１６において、制御部２１４は、接眼表示部４２がトリミング部２１４ｄ
によって連続的に生成された拡大画像を表示しているか否かを判断する。接眼表示部４２
がトリミング部２１４ｄによって連続的に生成された拡大画像を表示していると制御部２
１４が判断した場合（ステップＳ２１６：Ｙｅｓ）、撮像装置１は、ステップＳ２１７へ
移行する。一方、接眼表示部４２がトリミング部２１４ｄによって連続的に生成された拡
大画像を接眼表示部４２に表示していないと制御部２１４が判断した場合（ステップＳ２
１６：Ｎｏ）、撮像装置１は、ステップＳ２０９へ移行する。
【００９７】
　ステップＳ２１７において、表示制御部２１４ｇは、接眼表示部４２が表示する拡大画
像の表示を終了する。その後、撮像装置１は、ステップＳ２０９へ移行する。
【００９８】
　つぎに、図４のステップＳ１１０のタッチパネル操作判定・パラメータ変更処理２につ
いて説明する。なお、以下においては、まず、本実施の形態１にかかるタッチパネル操作
判定・パラメータ変更処理２の概要について説明する。その後、タッチパネル操作判定・
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パラメータ変更処理２について詳細に説明する。
【００９９】
　図１１は、ユーザが表示部２１１で被写体Ｏ１に対するピント状態を確認しながら撮影
を行う際の状況を示す図である。図１２は、図１１に示す状況下で表示部２１１によって
表示されるライブビュー画像内において所望の被写体Ｏ１に対してタッチする際の状況を
模式的に示す図である。
【０１００】
　図１１および図１２に示すように、ユーザは、右手の人差し指をレリーズスイッチ２１
０ｂにおいたまま、左手でレンズ部３を保持しつつ、被写体Ｏ１に対するピント状態の確
認を行いたい。そこで、本実施の形態１にかかるタッチパネル操作判定・パラメータ変更
処理２では、ユーザが被写体Ｏ１のピント状態を表示部２１１で確認することができるよ
うに、ユーザが右手の親指でタッチパネル２１２を介して表示部２１１によって表示され
ているライブビュー画像Ｗ１の被写体Ｏ１にタッチした場合（図１２（ａ）を参照）、そ
のタッチ位置を含む対象領域Ｒ１をトリミング部２１４ｄが切出して拡大画像Ｗ２を生成
し、この拡大画像Ｗ２を表示制御部２１４ｇが表示部２１１の左上画面に表示させる（図
１２（ｂ））。その後、パラメータ変更部２１４ｅは、リング３０９ａの操作に応じて、
ライブビュー画像Ｗ１内に写る被写体Ｏ１に対するレンズ部３のピント（フォーカス）を
変更する（図１２（ｃ））。これにより、拡大画像Ｗ２に含まれる被写体Ｏ１のピント状
態を変更することができる。なお、パラメータ変更部２１４ｅは、リング３０９ａの操作
に応じて、ライブビュー画像Ｗ１または拡大画像Ｗ２内に写る被写体Ｏ１の倍率を変更し
てもよい。
【０１０１】
　このように、本実施の形態１にかかるタッチパネル操作判定・パラメータ変更処理２で
は、ユーザが撮像装置１に対してホールディングした状態を維持したまま、目視で困難な
被写体Ｏ１に対するピント状態の確認を行いながら、リング３０９ａを操作することで被
写体Ｏ１に対するレンズ部３のピント位置の変更を容易に行うことができる。さらに、ユ
ーザが拡大画像Ｗ２の表示位置を右手で隠れない位置に表示するので、タッチした部分が
見えなくなることを防止することができる。なお、拡大画像の表示位置は、適宜設定する
ことができる。さらに、表示制御部２１４ｇは、撮像装置１の撮影モードに関する情報と
してアイコンＡ１を表示部２１１に表示させてもよい。アイコンＡ１は、撮像装置１がマ
ニュアルフォーカスモードに設定されていることを示すアイコンである。
【０１０２】
　図１３は、タッチパネル操作判定・パラメータ変更処理２の概要を示すフローチャート
である。
【０１０３】
　図１３に示すように、制御部２１４は、ユーザがタッチパネル２１２に対してタッチを
継続しているか否かを判断する（ステップＳ３０１）。ユーザがタッチパネル２１２に対
してタッチを継続していると制御部２１４が判断した場合（ステップＳ３０１：Ｙｅｓ）
、撮像装置１は、後述するステップＳ３０７へ移行する。一方、ユーザがタッチパネル２
１２に対してタッチを継続していないと制御部２１４が判断した場合（ステップＳ３０１
：Ｎｏ）、撮像装置１は、後述するステップＳ３０２へ移行する。
【０１０４】
　ステップＳ３０２において、制御部２１４は、タッチパネル２１２がタッチを検出した
か否かを判断する。タッチパネル２１２がタッチを検出したと制御部２１４が判断した場
合（ステップＳ３０２：Ｙｅｓ）、撮像装置１は、後述するステップＳ３０３へ移行する
。一方、タッチパネル２１２がタッチを検出していないと制御部２１４が判断した場合（
ステップＳ３０２：Ｎｏ）、撮像装置１は、後述するステップＳ３１１へ移行する。
【０１０５】
　ステップＳ３０３において、タッチ位置検出部２１４ｃは、ユーザがタッチパネル２１
２にタッチしたタッチ位置を撮像素子２０３の座標に換算する。具体的には、タッチ位置
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検出部２１４ｃは、式（６）および式（８）を用いて、ユーザがタッチパネル２１２にタ
ッチしたタッチ位置を撮像素子２０３上の位置（座標）に換算する。
【０１０６】
　続いて、表示制御部２１４ｇは、タッチ位置検出部２１４ｃが換算した換算位置に基づ
いて、タッチ位置を含む対象領域の枠Ｒ１を表示部２１１に表示させる（ステップＳ３０
４）。これにより、ユーザは、タッチしたタッチ領域を直感的に把握することができる。
【０１０７】
　ステップＳ３０５およびステップＳ３０６は、図８のステップＳ２０９およびステップ
Ｓ２１０にそれぞれ対応する。その後、撮像装置１は、図４のメインルーチンへ戻る。
【０１０８】
　ステップＳ３０７において、制御部２１４は、ユーザがタッチ位置を表示部２１１の右
下に向けてスライドしているか否かを判断する。具体的には、制御部２１４は、タッチパ
ネル２１２から出力される位置信号に基づいて、タッチ位置検出部２１４ｃが換算した撮
像素子２０３上の座標のＸの値が増加し、Ｙの値が減少しているか否かを判断することに
より、ユーザがタッチ位置を表示部２１１の右下に向けてスライドしているか否かを判断
する。ユーザがタッチ位置を表示部２１１の右下に向けてスライドしていると制御部２１
４が判断した場合（ステップＳ３０７：Ｙｅｓ）、撮像装置１は、ステップＳ３０８へ移
行する。一方、ユーザがタッチ位置を表示部２１１の右下に向けてスライドしていないと
制御部２１４が判断した場合（ステップＳ３０７：Ｎｏ）、撮像装置１は、ステップＳ３
０５へ移行する。
【０１０９】
　ステップＳ３０８において、制御部２１４は、現在のタッチ継続位置が表示部２１１の
右下画面の縦横１／３以内であるか否かを判断する。現在のタッチ継続位置が表示部２１
１の右下画面の縦横１／３以内であると制御部２１４が判断した場合（ステップＳ３０８
：Ｙｅｓ）、撮像装置１は、ステップＳ３０９へ移行する。一方、現在のタッチ継続位置
が右下画面の縦横１／３以内でないと制御部２１４が判断した場合（ステップＳ３０８：
Ｎｏ）、撮像装置１は、ステップＳ３０５へ移行する。
【０１１０】
　ステップＳ３０９において、トリミング部２１４ｄは、ライブビュー画像からタッチ位
置を含む対象領域Ｒ１を切出して拡大画像を生成する。
【０１１１】
　続いて、表示制御部２１４ｇは、トリミング部２１４ｄが生成した拡大画像を、表示部
２１１の左上画面の縦横２／３分の表示領域上に表示させる（ステップＳ３１０）。これ
により、ユーザは、表示部２１１が表示する所望の被写体Ｏ１が拡大された拡大画像を見
ながら、リング３０９ａを操作することによって、レンズ部３のピントを手動で変更する
ことにより、被写体Ｏ１に対するピント状態を調整することができる。
【０１１２】
　ステップＳ３１１およびステップＳ３１２は、図８のステップＳ２１６およびステップ
Ｓ２１７にそれぞれ対応する。
【０１１３】
　以上説明した本発明の実施の形態１によれば、トリミング部２１４ｄがタッチパネル２
１２から出力される位置信号に基づいて、撮像素子２０３によって生成された画像データ
に対応する画像からタッチ位置を含む領域を切出して拡大画像を生成し、表示制御部２１
４ｇが拡大画像を接眼表示部４２に表示させる。この結果、ユーザは、接眼表示部４２で
被写体のピント状態を確認しながら、被写体に対するピント操作を容易に変更することが
できる。
【０１１４】
　また、本発明の実施の形態１によれば、トリミング部２１４ｄがタッチパネル２１２か
ら出力される位置信号に基づいて、撮像素子２０３によって生成された画像データからタ
ッチ位置を含む領域を切出して拡大画像データを生成し、表示制御部２１４ｇがトリミン
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グ部２１４ｄによって生成されたトリミング画像データに対応するトリミング画像をライ
ブビュー画像に重畳して表示部２１１に表示させるとともに、タッチパネル２１２から出
力される位置信号の変化に応じて、トリミング画像の表示態様を制御する。この結果、ユ
ーザは、拡大画像を確認することで、被写体に対するピント操作を容易に変更することが
できる。
【０１１５】
　また、本発明の実施の形態１によれば、パラメータ変更部２１４ｅがレンズ操作部３０
９のリング３０９ａの操作に応じて、ズームレンズ３０１ａまたはフォーカスレンズ３０
１ｂを駆動する駆動信号をレンズ制御部３１２に出力することにより、拡大画像の表示領
域サイズまたは拡大画像に含まれる被写体の表示倍率を変更する。この結果、ユーザは、
ピント操作またはズーム操作を行いながら、所望の被写体のピント状態または拡大率を容
易に調整することができる。
【０１１６】
　なお、本発明の実施の形態１では、パラメータ変更部２１４ｅがリング３０９ａの操作
に応じて、レンズ部３のピント状態または倍率を変更することにより、拡大画像の表示態
様を変更していたが、たとえばシャッタ速度、撮影感度（ＩＳＯ感度）、露出時間を変更
することにより、拡大画像の表示態様を変更してもよい。
【０１１７】
　また、本発明の実施の形態１によれば、表示制御部２１４ｇがトリミング部２１４ｄに
よって生成された拡大画像を表示部２１１の左上画面の縦横２／３分の表示領域上に表示
させていたが、たとえば拡大画像を表示部２１１の左下画面の縦横２／３分の表示領域上
に表示させてもよい。さらに、表示制御部２１４ｇは、タッチパネル２１２から出力され
る位置信号に応じて、拡大画像を表示する表示位置を適宜変更してもよい。
【０１１８】
（実施の形態１の変形例１）
　上述した実施の形態１において、撮像装置１が実行するタッチパネル操作判定・パラメ
ータ変更処理２の内容を変更することも可能である。このため、以下においては、まず、
本実施の形態１の変形例１にかかる撮像装置１が実行するタッチパネル操作判定・パラメ
ータ変更処理２の概要について説明する。その後、本実施の形態１の変形例１にかかるタ
ッチパネル操作判定・パラメータ変更処理２について詳細に説明する。
【０１１９】
　図１４は、本実施の形態１の変形例１にかかる撮像装置１が実行するタッチパネル操作
判定・パラメータ変更処理２を模式的に説明する図である。なお、図１４においては、ユ
ーザの左手は、レンズ部３を保持しているものとして説明するが、説明を簡略化するため
、図示せずに説明する。
【０１２０】
　図１４に示すように、ユーザが右手の親指でタッチパネル２１２を介して表示部２１１
によって表示されているライブビュー画像Ｗ１の被写体Ｏ１にタッチした場合（図１４（
ａ））、そのタッチ位置を含む対象領域Ｒ１をトリミング部２１４ｄが切出して拡大画像
Ｗ２を生成し、この拡大画像Ｗ２を表示制御部２１４ｇが表示部２１１の左上画面に表示
させる（図１４（ｂ））。続いて、パラメータ変更部２１４ｅは、ユーザのスライド操作
（軌跡）に応じて、拡大画像Ｗ２に含まれる被写体（Ｏ１）の表示倍率および拡大画像Ｗ
２の表示領域サイズを変更する。その後、表示制御部２１４ｇは、パラメータ変更部２１
４ｅが変更した拡大画像Ｗ２の表示倍率および拡大画像Ｗ２の表示領域サイズに基づいて
、トリミング部２１４ｄが生成した拡大画像Ｗ２を表示部２１１に表示させる（図１４（
ｃ））。この場合、図１４に示すように、パラメータ変更部２１４ｅは、ユーザのスライ
ド操作に応じて、トリミング部２１４ｄによる対象領域Ｒ１（トリミング領域）を徐々に
小さくすることにより、拡大画像Ｗ２に含まれる被写体Ｏ１を仮想的に拡大することがで
きる。さらに、図１４において、パラメータ変更部２１４ｅは、ユーザのスライド操作に
応じて、トリミング部２１４ｄによる対象領域Ｒ１を徐々に大きくすることにより、拡大
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画像Ｗ２に含まれる被写体Ｏ１を仮想的に縮小するようにしてもよい。
【０１２１】
　このように、本実施の形態１の変形例１にかかる撮像装置１が実行するタッチパネル操
作判定・パラメータ変更処理２では、ユーザが撮像装置１に対してホールディングした状
態を維持したまま、目視で困難な被写体Ｏ１に対するピント状態の確認を行いながら、リ
ング３０９ａを操作することで被写体Ｏ１に対するレンズ部３によるピント位置の変更を
簡単に行うことができる。さらに、ユーザのスライド操作に応じて、拡大画像Ｗ２に含ま
れる被写体Ｏ１の表示倍率および拡大画像Ｗ２の表示領域サイズを変更することができる
ので、被写体Ｏ１に対するレンズ部３のピント調整をより精度よく簡易な操作で行うこと
ができる。もちろん、本実施の形態１の変形例１では、トリミング部２１４ｄによるトリ
ミング領域そのものは同じのまま、切出して生成した画像（トリミング画像）を拡大また
は縮小するようにしてもよい。
【０１２２】
　図１５は、本実施の形態１の変形例１にかかる撮像装置１が実行する図４のステップＳ
１１０のタッチパネル操作判定・パラメータ変更処理２の概要を示すフローチャートであ
る。
【０１２３】
　図１５に示すように、ステップＳ４０１～ステップＳ４０６は、図１３のステップＳ３
０１～ステップＳ３０６にそれぞれ対応する。
【０１２４】
　ステップＳ４０７において、制御部２１４は、ユーザがタッチ位置を表示部２１１の右
下に向けてスライドしているか否かを判断する。ユーザがタッチ位置を表示部２１１の右
下に向けてスライドしていると制御部２１４が判断した場合（ステップＳ４０７：Ｙｅｓ
）、撮像装置１は、ステップＳ４０８へ移行する。一方、ユーザがタッチ位置を表示部２
１１の右下に向けてスライドしていないと制御部２１４が判断した場合（ステップＳ４０
７：Ｎｏ）、撮像装置１は、ステップＳ４０５へ移行する。
【０１２５】
　ステップＳ４０８において、制御部２１４は、ユーザが最初にタッチしたタッチ位置（
Ａ点）から現在のタッチ継続位置までのスライド移動距離Ｄ1が最初にタッチしたタッチ
位置から表示部２１１の右下部までのスライド限界距離Ｄ0の半分以上であるか否かを判
断する。スライド移動距離Ｄ1がスライド限界距離Ｄ0の半分以上であると制御部２１４が
判断した場合（ステップＳ４０８：Ｙｅｓ）、撮像装置１は、ステップＳ４０９へ移行す
る。一方、スライド移動距離Ｄ1がスライド限界距離Ｄ0の半分以上でないと制御部２１４
が判断した場合（ステップＳ４０８：Ｎｏ）、撮像装置１は、ステップＳ４０５へ移行す
る。
【０１２６】
　図１６は、タッチ位置検出部２１４ｃがタッチパネル２１２のタッチ位置を撮像素子２
０３の撮像領域上に換算する際の換算方法を模式的に説明する図である。図１６において
、タッチパネル２１２の左下を原点Ｐ１とし、タッチパネル２１２の横方向をＸ軸とし、
タッチパネル２１２の縦方向をＹ軸とする座標系として考える。
【０１２７】
　図１６に示すように、タッチ位置検出部２１４ｃは、タッチパネル２１２の右下の点Ｐ
２の座標を（Ｘ1，０）、タッチパネル２１２の右上の点Ｐ５の座標を（Ｘ1，Ｙ1）、最
初にタッチしたタッチ位置Ｐ４の座標を（Ｘf1，Ｙf1）、スライド移動後のタッチ位置Ｐ
６の座標を（Ｘf2，Ｙf2）としたとき、以下の式によってタッチ位置Ｐ４から点Ｐ２まで
のスライド限界距離Ｄ0およびタッチ位置Ｐ１からタッチ継続位置Ｐ６までのスライド距
離移動Ｄ1が算出される。
　Ｄ0＝｛（Ｘ1－Ｘf1）

2＋（Ｙf1）
2）｝1/2　　　・・・（９）

となる。同様に、タッチ位置Ｐ１からタッチ継続位置Ｐ６のスライド距離Ｄ1は、
　Ｄ1＝｛（Ｘf2－Ｘf1）

2＋（Ｙf1－Ｙf2）
2｝1/2　　　・・・（１０）
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となる。このように、タッチ位置検出部２１４ｃは、式（９）および式（１０）を用いて
、スライド限界距離Ｄ0およびスライド移動距離Ｄ1を算出する。
【０１２８】
　続いて、パラメータ変更部２１４ｅは、タッチ位置検出部２１４ｃが算出したスライド
距離Ｄ1とスライド限界距離Ｄ0との比率に基づいて、拡大画像の表示倍率を変更する（ス
テップＳ４０９）。
【０１２９】
　図１７は、スライド距離Ｄ1とスライド限界距離Ｄ0との比率と拡大画像の表示倍率との
関係を示す図である。図１７において、横軸がスライド距離Ｄ1とスライド限界距離Ｄ0と
の比率を示し、縦軸が拡大画像の表示倍率を示す。なお、記憶部２１３は、スライド距離
Ｄ1とスライド限界距離Ｄ0との比率と拡大画像の表示倍率との関係を記憶する。
【０１３０】
　図１７の直線Ｌ１に示すように、パラメータ変更部２１４ｅは、スライド距離Ｄ1とス
ライド限界距離Ｄ0との比率に基づいて、拡大画像の表示倍率を変更する。このように、
パラメータ変更部２１４ｅは、ユーザによるスライド距離Ｄ1に基づいて、拡大画像の表
示倍率をリニアに変更する。これにより、本実施の形態１の変形例１では、ユーザに対し
てアナログ的な操作感を提供することができる。なお、図１７の曲線Ｃ１に示すように、
パラメータ変更部２１４ｅは、スライド距離Ｄ1とスライド限界距離Ｄ0との比率が１に近
づくにつれ拡大画像の表示倍率を大きく変化させてもよい。これにより、拡大画像の拡大
に伴って画質が粗くなることを未然に防止することができる。
【０１３１】
　ステップＳ４０９の後、パラメータ変更部２１４ｅは、スライド距離Ｄ1とスライド限
界距離Ｄ0との比率に基づいて、拡大画像の表示領域サイズを変更する（ステップＳ４１
０）。
【０１３２】
　図１８は、スライド距離Ｄ1とスライド限界距離Ｄ0との比率と拡大画像の表示領域サイ
ズとの関係を示す図である。図１８において、横軸がスライド距離Ｄ1とスライド限界距
離Ｄ0との比率を示し、縦軸が拡大画像の表示領域サイズを示す。なお、記憶部２１３は
、スライド距離Ｄ1とスライド限界距離Ｄ0との比率と拡大画像の表示領域サイズとの関係
を記憶する。
【０１３３】
　図１８の直線Ｌ１１に示すように、パラメータ変更部２１４ｅは、スライド距離Ｄ1と
スライド限界距離Ｄ0との比率に基づいて、表示部２１１で表示する拡大画像の表示領域
サイズを決定する。具体的には、パラメータ変更部２１４ｅは、スライド距離Ｄ1とスラ
イド限界距離Ｄ0との比率が１になった場合、表示部２１１で表示する拡大画像の表示領
域サイズを表示部２１１の画面全域になるように拡大画像の表示領域サイズを変更する。
これにより、パラメータ変更部２１４ｅは、ユーザによるスライド距離Ｄ1に基づいて、
拡大画像の表示領域サイズを徐々に変更するので、ユーザに対してアナログ的な操作感を
提供することができる。
【０１３４】
　続いて、トリミング部２１４ｄは、パラメータ変更部２１４ｅが設定した表示倍率およ
び表示領域サイズに基づいて、タッチ位置を含む対象領域を切出して拡大画像を生成する
（ステップＳ４１１）。
【０１３５】
　その後、表示制御部２１４ｇは、表示部２１１の画面左上にトリミング部２１４ｄが生
成した拡大画像を表示させる（ステップＳ４１２）。これにより、ユーザは、アナログ的
な操作感で所望の被写体のピント状態を確認することができるとともに、拡大画像の表示
倍率および表示領域サイズを簡易な操作で調整することができる。ステップＳ４１２の後
、撮像装置１は、ステップＳ４０５へ移行する。
【０１３６】
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　ステップＳ４１３およびステップＳ４１４は、図１３のステップＳ３１１およびステッ
プＳ３１２にそれぞれ対応する。
【０１３７】
　以上説明した本発明の実施の形態１の変形例１によれば、ユーザが所望する被写体のピ
ント確認用の拡大画像の表示領域を移動させることができるとともに、表示領域のサイズ
を変更することができる。この結果、ユーザは、撮像装置１をホールディングした状態か
ら直感的に所望の被写体のピンチを把握することができるとともに、リング３０９ａを操
作することで被写体にピントを容易かつ敏速に合わせることができる。
【０１３８】
　なお、本実施の形態１の変形例１にかかるタッチパネル操作判定・パラメータ変更処理
２では、ユーザがスライド操作を表示部２１１の左上から右下に向けて移動させていたが
、たとえば図１９に示すように、ユーザがスライド操作を表示部２１１の左下から右上に
向けて移動した場合であっても適用することができる。
【０１３９】
　また、本実施の形態１の変形例１では、パラメータ２１４ｅがユーザによるスライド操
作に応じて、拡大画像に含まれる被写体の表示倍率および拡大画像の表示領域サイズを変
更していたが、たとえばユーザによるスライド操作に応じて、トリミング部２１４ｄによ
るトリミング領域を拡大または縮小してもよい。これにより、拡大画像に含まれる被写体
を擬似的に拡大または縮小することができる。
【０１４０】
（実施の形態１の変形例２）
　上述した実施の形態１において、撮像装置１が実行するタッチパネル操作判定・パラメ
ータ変更処理２の内容をさらに変更することも可能である。
【０１４１】
　図２０は、本実施の形態１の変形例２にかかる撮像装置１が実行する図４のステップＳ
１１０のタッチパネル操作判定・パラメータ変更処理２の概要を示すフローチャートであ
る。
【０１４２】
　図２０に示すように、ステップＳ５０１～ステップＳ５０７は、図１３のステップＳ３
０１～ステップＳ３０７にそれぞれ対応する。
【０１４３】
　ステップＳ５０８において、制御部２１４は、ユーザが最初にタッチしたタッチ位置か
ら現在のタッチ継続位置が表示部２１１の表示画面における右下画面縦横１／３以内であ
るか否かを判断する。ユーザが最初にタッチしたタッチ位置から現在のタッチ継続位置が
表示部２１１の表示画面における右下画面縦横１／３以内であると制御部２１４が判断し
た場合（ステップＳ５０８：Ｙｅｓ）、撮像装置１は、ステップＳ５０９へ移行する。一
方、ユーザが最初にタッチしたタッチ位置から現在のタッチ継続位置が表示部２１１の表
示画面における右下画面縦横１／３以内でないと制御部２１４が判断した場合（ステップ
Ｓ５０８：Ｎｏ）、撮像装置１は、ステップＳ５０５へ移行する。ここで、画面縦横１／
３にした理由は、タッチ選択した部分を画面縦横１／３の部分までシフト操作した時、残
りの画面縦横２／３の部分が画像の表示部分になるが、ここに拡大した場合に、十分な拡
大エリアが得られるからである。たとえば、タッチした部分を中心に画面の縦横１／３の
画像をユーザが選択した場合、まず、２倍の拡大が可能になるからである。また、さらに
拡大したい場合、この右下画面縦横１／３のエリアを利用して、指を動かすことによって
、さらに大きく拡大する仕様において、十分な操作分解能での操作が可能となる。この領
域が狭いと、指の震えに敏感になって、少しの動きで拡大率が変化してちらついてしまう
ような不具合となる。
【０１４４】
　ステップＳ５０９において、パラメータ変更部２１４ｅは、スライド移動距離Ｄ1とス
ライド限界距離Ｄ0との比率に基づいて、拡大画像の拡大率と表示部２１１の画面明るさ
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とを変更する。
【０１４５】
　図２１は、スライド距離Ｄ1とスライド限界距離Ｄ0との比率と拡大画像の表示倍率との
の関係を示す図である。図２１において、横軸がスライド距離Ｄ1とスライド限界距離Ｄ0

との比率を示し、縦軸が拡大画像の表示倍率を示す。なお、記憶部２１３は、スライド距
離Ｄ1とスライド距離Ｄ0との比率と拡大画像の表示倍率との関係を記憶する。
【０１４６】
　図２１の直線Ｌ１２に示すように、パラメータ変更部２１４ｅは、スライド距離Ｄ1と
スライド限界距離Ｄ0との比率に基づいて、拡大画像に含まれる被写体の表示倍率を変更
する。さらに、図２１に示すように、パラメータ変更部２１４ｅは、スライド距離Ｄ1と
スライド限界距離Ｄ0との比率が０．９に到達した時点で拡大画像の表示倍率を最高倍率
（８倍）に変更する。この場合、パラメータ変更部２１４ｅは、スライド距離Ｄ1とスラ
イド限界距離Ｄ0との比率が０．９を超えた時点から表示部２１１が表示するライブビュ
ー画像および拡大画像の明るさのパラメータを変更する。具体的には、パラメータ変更部
２１４ｅは、ライブビュー画像および拡大画像の明るさ情報、たとえば輝度情報、コント
ラストおよび色情報を変更する。これにより、ライブビュー画像および拡大画像の視認性
が向上する。この結果、ユーザが外光の影響で表示部２１１が表示するライブビュー画像
や拡大画像が見えなくなることを確実に防止することができる。さらに、パラメータ変更
部２１４ｅは、スライド距離Ｄ1とスライド限界距離Ｄ0との比率が０．９を超えた時点で
表示部２１１が表示するライブビュー画像および拡大画像の明るさ（を最大値に変更して
もよい。また、パラメータ変更部２１４ｅは、スライド距離Ｄ1とスライド限界距離Ｄ0と
の比率が０．９を超えた場合、電池（図示せず）の残量に応じて、表示部２１１の明るさ
を適宜変更するようにしてもよい。
【０１４７】
　ステップＳ５０９の後、トリミング部２１４ｄは、パラメータ変更部２１４ｅが設定し
た表示倍率に基づいて、タッチ位置を含む対象領域を切出して拡大画像を生成する（ステ
ップＳ５１０）。
【０１４８】
　続いて、表示制御部２１４ｇは、表示部２１１の表示画面の画面左上の縦横２／３分の
表示領域に、トリミング部２１４ｄが生成した拡大画像を表示部２１１に表示させ（ステ
ップＳ５１１）、パラメータ変更部２１４ｅによって変更された明るさのパラメータに、
表示部２１１の表示画面の明るさを変更する（ステップＳ５１２）。その後、撮像装置１
は、ステップＳ５０５へ移行する。
【０１４９】
　ステップＳ５１３およびステップＳ５１４は、図１３のステップＳ３１１およびステッ
プＳ３１２にそれぞれ対応する。
【０１５０】
　以上説明した本実施の形態１の変形例２によれば、パラメータ変更部２１４ｅがタッチ
パネル２１２から出力される位置信号の変化に基づいて、拡大画像に含まれる被写体の倍
率を変更するとともに、表示部２１１が表示するライブビュー画像および拡大画像の明る
さのパラメータを変更する。この結果、外光の影響で表示部２１１が表示するライブビュ
ー画像や拡大画像が見えなくなることを防止することができる。
【０１５１】
（実施の形態１の変形例３）
　上述した実施の形態１において、撮像装置１が実行するタッチパネル操作判定・パラメ
ータ変更処理２の内容をさらに変更することも可能である。
【０１５２】
　図２２は、本実施の形態１の変形例３にかかる撮像装置１が実行する図４のステップＳ
１１０のタッチパネル操作判定・パラメータ変更処理２の概要を示すフローチャートであ
る。
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【０１５３】
　図２２に示すように、ステップＳ６０１～ステップＳ６０３は、図１３のステップＳ３
０１～ステップＳ３０３にそれぞれ対応する。
【０１５４】
　ステップＳ６０４において、トリミング部２１４ｄは、タッチパネル２１２から入力さ
れる位置信号に基づいて、ユーザがタッチしたタッチ領域を含む対象領域をライブビュー
画像から切出して拡大画像を生成する。
【０１５５】
　続いて、表示制御部２１４ｇは、トリミング部２１４ｄが生成した拡大画像を表示部２
１１の表示領域における左上に表示させる（ステップＳ６０５）。具体的には、図２３に
示すように、表示制御部２１４ｇは、拡大画像を表示部２１１の表示領域における左上に
表示させる（図２３（ａ）を参照）。これにより、ユーザは、拡大画像を確認することに
より、所望の被写体Ｏ１に対するレンズ部３のピント状態を確認することができる。
【０１５６】
　その後、トリミング部２１４ｄは、タッチパネル２１２から入力される位置信号に基づ
いて、ユーザがタッチしたタッチ領域を含む対象領域をライブビュー画像から切出して生
成した拡大画像と同じサイズの複製画像を生成する（ステップＳ６０６）。
【０１５７】
　続いて、表示制御部２１４ｇは、トリミング部２１４ｄが生成した複製画像を拡大画像
の表示領域に重畳して表示部２１１に表示させる（ステップＳ６０７）。
【０１５８】
　ステップＳ６０８～ステップＳ６１０、ステップＳ６１４およびステップＳ６１５は、
図１３のステップＳ３０５～ステップＳ３０７、ステップ３１１およびステップＳ３１２
にそれぞれ対応する。
【０１５９】
　ステップＳ６１１において、パラメータ変更部２１４ｅは、スライド距離に基づいて、
複製画像の拡大率を変更する。
【０１６０】
　続いて、パラメータ変更部２１４ｅは、スライド距離に基づいて、表示部２１１の表示
領域における複製画像の表示サイズおよび拡大率を変更する（ステップＳ６１２）。
【０１６１】
　その後、表示制御部２１４ｇは、パラメータ変更部２１４ｅが設定した複製画像の表示
サイズおよび拡大率に基づいて変更した複製画像を表示部２１１に表示させる（ステップ
Ｓ６１３）。具体的には、図２３に示したように、表示制御部２１４ｇは、拡大画像に比
して表示サイズおよび拡大率が大きい複製画像Ｗ３を表示部２１１に表示させる（図２３
（ｂ）を参照）。これにより、ユーザは、所望の被写体Ｏ１に対して初期状態でのピント
状態と、より詳細な被写体のピント状態とを対比させながら撮影を行うことができる。
【０１６２】
　以上説明した本発明の実施の形態１の変形例３によれば、ユーザが所望する被写体のピ
ント確認用の拡大画像の表示を固定したまま、拡大画像を複製した複製画像の表示領域を
移動させることができるとともに、表示領域のサイズを変更することができる。この結果
、ユーザは、撮像装置１をホールディングした状態から直感的に所望の被写体のピンチを
把握することができるとともに、リング３０９ａを操作することで被写体にピントを容易
かつ敏速に合わせることができる。
【０１６３】
（実施の形態２）
　つぎに、本発明の実施の形態２について説明する。本発明の実施の形態２にかかる撮像
装置は、制御部の構成が異なり、表示部が表示する通常のサイズの画像データとトリミン
グ画像生成部が生成した拡大画像データを記憶部に記憶する動画処理部（以下、「ＭＲ処
理部」という）をさらに有する。さらに、上述したタッチパネル判定処理・パラメータ変
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更処理１およびタッチパネル判定処理・パラメータ変更処理２がそれぞれ異なる。このた
め、本発明の実施の形態２では、制御部の構成を説明後、本発明の実施の形態２にかかる
撮像装置が行うタッチパネル判定処理・パラメータ変更処理１およびタッチパネル判定処
理・パラメータ変更処理２を説明する。なお、以下においては、同一の構成には同一の符
号を付して説明する。
【０１６４】
　図２４は、本発明の実施の形態２にかかる撮像装置１００の構成を示すブロック図であ
る。図２４に示すように、制御部５１４は、画像処理部２１４ａと、顔検出部２１４ｂと
、タッチ位置検出部２１４ｃと、トリミング部２１４ｄと、パラメータ変更部２１４ｅと
、撮影制御部２１４ｆと、表示制御部２１４ｇと、ＭＲ処理部５１４ｈと、を有する。
【０１６５】
　ＭＲ処理部５１４ｈは、撮像素子２０３によって連続的に生成された画像データに対し
て、信号処理部２０５および画像処理部２１４ａが所定の画像処理を順次施した画像デー
タと、トリミング部２１４ｄが画像データに対応する画像内の対象領域から順次切出した
拡大画像データとを生成順に記憶部２１３に記憶する。なお、ＭＲ処理部５１４ｈは、た
とえば２つの画像処理エンジンを用いて構成し、撮像素子２０３から出力される１つの画
像データ（１フレーム）に対して、異なる２つの画像処理、たとえば通常の画像処理と、
トリミング処理を含む画像処理とをそれぞれ行って、異なる画像処理が施された２つの画
像データを記憶部２１３に記憶させてもよい。
【０１６６】
　つぎに、本実施の形態２にかかる撮像装置１００が実行する図４のステップＳ１０４の
タッチパネル操作判定・パラメータ変更処理１について説明する。図２５は、本実施の形
態２にかかる撮像装置１００が実行するタッチパネル操作判定・パラメータ変更処理１の
概要を示すフローチャートである。
【０１６７】
　図２５に示すように、制御部５１４は、接眼表示部４２が表示するライブビュー画像内
に撮影操作に関するアイコンが表示されているか否かを判断する（ステップＳ７０１）。
接眼表示部４２が表示するライブビュー画像内に撮影操作に関するアイコンが表示されて
いると制御部５１４が判断した場合（ステップＳ７０１：Ｙｅｓ）、撮像装置１００は、
後述するステップＳ７２５へ移行する。一方、接眼表示部４２が表示するライブビュー画
像内に撮影操作に関するアイコンが表示されていないと制御部５１４が判断した場合（ス
テップＳ７０１：Ｎｏ）、撮像装置１００は、後述するステップＳ７０２へ移行する。
【０１６８】
　ステップＳ７０２において、制御部５１４は、リング３０９ａが操作されたか否かを判
断する。具体的には、図２６に示すように、制御部５１４は、ユーザが表示部２１１によ
って表示されるライブビュー画像Ｗ１１または接眼表示部４２によって表示されるライブ
ビュー画像を見ながら撮影操作を行っている際に、リング３０９ａから入力される指示信
号が出力されたか否かを判断することにより、リング３０９ａが操作されたか否かを判断
する。リング３０９ａが操作されたと制御部５１４が判断した場合（ステップＳ７０２：
Ｙｅｓ）、撮像装置１００は、後述するステップＳ７０３へ移行する。一方、リング３０
９ａが操作されていないと制御部５１４が判断した場合（ステップＳ７０２：Ｎｏ）、撮
像装置１００は、後述するステップＳ７２５へ移行する。
【０１６９】
　ステップＳ７０３において、表示制御部２１４ｇは、接眼表示部４２が表示するライブ
ビュー画像内にＭＦアイコンＡ１および拡大／縮小アイコンＡ２を重畳して表示させる。
具体的には、図２７に示すように、表示制御部２１４ｇは、接眼表示部４２が表示するラ
イブビュー画像Ｗ１２（図２７（ａ））に、ＭＦアイコンＡ１および拡大／縮小アイコン
Ａ２をライブビュー画像Ｗ１３に重畳して表示させる（図２７（ｂ））。
【０１７０】
　続いて、制御部５１４は、リング３０９ａが操作されたか否かを判断する（ステップＳ
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７０４）。リング３０９ａが操作されたと制御部５１４が判断した場合（ステップＳ７０
４：Ｙｅｓ）、撮像装置１００は、後述するステップＳ７０５へ移行する。一方、リング
３０９ａが操作されていないと制御部５１４が判断した場合（ステップＳ７０４：Ｎｏ）
、撮像装置１００は、後述するステップＳ７２３へ移行する。
【０１７１】
　ステップＳ７０５において、制御部５１４は、拡大／縮小アイコンＡ２が選択されたか
否かを判断する。拡大／縮小アイコンＡ２が選択されたと制御部５１４が判断した場合（
ステップＳ７０５：Ｙｅｓ）、撮像装置１００は、後述するステップＳ７０６へ移行する
。一方、拡大／縮小アイコンＡ２が選択されていないと制御部５１４が判断した場合（ス
テップＳ７０５：Ｎｏ）、撮像装置１００は、後述するステップＳ７１７へ移行する。
【０１７２】
　ステップＳ７０６において、ユーザがタッチパネル２１２に対してタッチを継続してお
らず（ステップＳ７０６：Ｎｏ）、タッチパネル２１２がタッチを検出した場合（ステッ
プＳ７０７：Ｙｅｓ）、表示制御部２１４ｇは、トリミング部２１４ｄがタッチ位置を含
む対象領域をライブビュー画像から切出して生成した拡大画像を接眼表示部４２に表示さ
せる（ステップＳ７０８）。具体的には、図２８および図２９に示すように、表示制御部
２１４ｇは、トリミング部２１４ｄがタッチ位置を含む対象領域をライブビュー画像Ｗ１
１から切出して生成した拡大画像Ｗ２１を接眼表示部４２に表示させる。さらに、表示制
御部２１４ｇは、拡大画像Ｗ２１に縮小アイコンＡ２１と拡大アイコンＡ２２とを拡大画
像Ｗ２１上に重畳して表示させる。
【０１７３】
　続いて、リング３０９ａが操作された場合（ステップＳ７０９：Ｙｅｓ）、パラメータ
変更部２１４ｅは、リング操作に応じて、拡大画像Ｗ２１の表示倍率を拡大／縮小する（
ステップＳ７１０）。具体的には、図２９に示すように、パラメータ変更部２１４ｅは、
リング３０９ａが左側に操作された場合、リング３０９ａの操作量に基づいて、ズームレ
ンズ駆動部３０２を駆動させてズームレンズ３０１ａを光軸Ｌ上に沿って本体部２側（広
角方向）に移動させることにより、レンズ部３のズーム倍率を縮小させる駆動信号を出力
する。一方、パラメータ変更部２１４ｅは、リング３０９ａが右側に操作された場合、リ
ング３０９ａの操作量に基づいて、ズームレンズ駆動部３０２を駆動させてズームレンズ
３０１ａを光軸Ｌ上に沿って被写体側（望遠方向）に移動させることにより、レンズ部３
のズーム倍率を拡大させる駆動信号を出力する。これにより、ユーザが所望する被写体が
拡大画像Ｗ２１内に写る領域を所望の大きさに変更することができる。なお、パラメータ
変更部２１４ｅは、トリミング部２１４ｄがライブビュー画像Ｗ１１から切り出す対象領
域の大きさを変更することにより、拡大画像Ｗ２１の拡大または縮小を行ってもよい。
【０１７４】
　ステップＳ７０６において、ユーザがタッチパネル２１２に対してタッチを継続してい
る場合（ステップＳ７０６：Ｙｅｓ）、トリミング部２１４ｄは、タッチ位置に応じて、
ライブビュー画像から切り出す対象領域を変更する（ステップＳ７１１）。具体的には、
図３０および図３１に示すように、トリミング部２１４ｄは、タッチ位置に応じて、ライ
ブビュー画像Ｗ１１から切り出す対象領域を変更して拡大画像Ｗ３１を生成する。その後
、撮像装置１００は、ステップＳ７０８へ移行する。
【０１７５】
　ステップＳ７１２において、撮影制御部２１４ｆは、ＭＲ処理部５１４ｈによるＭＲ許
可を設定する。具体的には、撮影制御部２１４ｆは、ＭＲ処理部５１４ｈによるＭＲが可
能であることを示すフラグをオフ状態からオン状態に切替える。
【０１７６】
　続いて、レリーズスイッチ２１０ｂが半押しされることにより、動画撮影を指示する動
画レリーズ信号（１ｓｔレリーズ信号）が入力された場合（ステップＳ７１３：Ｙｅｓ）
において、撮像装置１００が動画の記録中でないとき（ステップＳ７１４：Ｎｏ）、撮像
装置１００は、動画撮影を開始する（ステップＳ７１５）。具体的には、図３２に示すよ
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うに、ＭＲ処理部５１４ｈは、画像処理部２１４ａが画像処理を施した画像データに対応
する画像Ｗ１１と、トリミング部２１４ｄが画像Ｗ１１から対象領域を切出して生成した
拡大画像データに対応する拡大画像Ｗ３１を生成順に記憶部２１３に記憶する。これによ
り、２つの動画撮影を行うことができる。その後、撮像装置１００は、上述した図４のメ
インルーチンへ戻る。
【０１７７】
　ステップＳ７１４において、撮像装置１００が動画の記録中である場合（ステップＳ７
１４：Ｙｅｓ）、撮像装置１００は、動画撮影を終了し（ステップＳ７１６）、上述した
図４のメインルーチンへ戻る。
【０１７８】
　ステップＳ７１３において、レリーズスイッチ２１０ｂを介して動画レリーズ信号が入
力されていない場合（ステップＳ７１３：Ｎｏ）、撮像装置１００は、上述した図４のメ
インルーチンへ戻る。
【０１７９】
　ステップＳ７０７において、タッチパネル２１２がタッチを検出していない場合（ステ
ップＳ７０７：Ｎｏ）、およびステップＳ７０９においてリング操作がない場合（ステッ
プＳ７０９：Ｎｏ）、撮像装置１００は、ステップＳ７１２へ移行する。
【０１８０】
　ステップＳ７０５において、拡大／縮小アイコンＡ２が選択されていないと制御部５１
４が判断した場合（ステップＳ７０５：Ｎｏ）について説明する。具体的には、図３３に
示すように、ユーザがリング３０９ａを左側に操作することにより、ＭＦアイコンＡ１が
選択された場合について説明する。この場合、ユーザがタッチパネル２１２に対してタッ
チを継続しておらず（ステップＳ７１７：Ｎｏ）、タッチパネル２１２がタッチを検出し
たとき（ステップＳ７１８：Ｙｅｓ）、表示制御部２１４ｇは、トリミング部２１４ｄが
タッチ位置を含む対象領域をライブビュー画像から切出して生成した拡大画像を接眼表示
部４２に表示させる（ステップＳ７１９）。具体的には、図３４に示すように、表示制御
部２１４ｇは、トリミング部２１４ｄが生成した拡大画像Ｗ３２を接眼表示部４２に表示
させる。さらに、表示制御部２１４ｇは、現在の撮像装置１００のモード内容を示すアイ
コン、ＭＦアイコンＡ１を拡大画像Ｗ３２に重畳して接眼表示部４２に表示させる。
【０１８１】
　続いて、リング３０９ａが操作された場合（ステップＳ７２０：Ｙｅｓ）、パラメータ
変更部２１４ｅは、リング操作に応じて、拡大画像Ｗ３２に写る被写体のピント状態を調
整する（ステップＳ７２１）。具体的には、パラメータ変更部２１４ｅは、リング３０９
ａの操作に応じて、フォーカスレンズ駆動部３０４を駆動させてフォーカスレンズ３０１
ｂを光軸Ｌ上に沿って、無限端側または至近端側に移動させることにより、被写体に対す
るレンズ部３のピント状態を変更する駆動信号を出力する。これにより、ユーザは、接眼
部４で覗きながら簡易な操作で所望の被写体に対するレンズ部３のピント状態を調整する
ことができる。その後、撮像装置１００は、ステップＳ７１２へ移行する。
【０１８２】
　ステップＳ７１７において、ユーザがタッチパネル２１２に対してタッチを継続してい
る場合（ステップＳ７１７：Ｙｅｓ）、トリミング部２１４ｄは、タッチ位置に応じてラ
イブビュー画像から切り出す対象領域を変更する（ステップＳ７２２）。その後、撮像装
置１００は、ステップＳ７１９へ移行する。
【０１８３】
　ステップＳ７１８においてタッチパネル２１２がタッチを検出していない場合（ステッ
プＳ７１８：Ｎｏ）、ステップＳ７２０においてリング３０９ａが操作されていない場合
（ステップＳ７２０：Ｎｏ）、撮像装置１００は、ステップＳ７１２へ移行する。
【０１８４】
　ステップＳ７２３において、制御部５１４は、接眼表示部４２がＭＦアイコンＡ１また
は拡大／縮小アイコンＡ２を表示してから所定時間（たとえば５秒）経過したか否かを判
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断する。接眼表示部４２がＭＦアイコンＡ１または拡大／縮小アイコンＡ２を表示してか
ら所定時間経過していると制御部５１４が判断した場合（ステップＳ７２３：Ｙｅｓ）、
撮像装置１００は、ステップＳ７２４へ移行する。一方、接眼表示部４２がＭＦアイコン
Ａ１または拡大／縮小アイコンＡ２を表示してから所定時間経過していないと制御部５１
４が判断した場合（ステップＳ７２３：Ｎｏ）、撮像装置１００は、ステップＳ７１２へ
移行する。
【０１８５】
　ステップＳ７２４において、表示制御部２１４ｇは、接眼表示部４２が表示するＭＦア
イコンＡ１または拡大／縮小アイコンＡ２を停止する（ステップＳ７２４）。その後、撮
像装置１００は、ステップＳ７１２へ移行する。
【０１８６】
　ステップＳ７２５において、タッチパネル２１２がタッチを検出した場合（ステップＳ
７２５：Ｙｅｓ）、撮影制御部２１４ｆは、静止画撮影を実行する（ステップＳ７２６）
。その後、撮像装置１００は、上述した図４のメインルーチンへ戻る。一方、タッチパネ
ル２１２に対してタッチがない場合（ステップＳ７２５：Ｎｏ）、撮像装置１００は、上
述した図４のメインルーチンへ戻る。
【０１８７】
　つぎに、本実施の形態２にかかる撮像装置１００が実行する図４のステップＳ１１０の
タッチパネル操作判定・パラメータ変更処理２について説明する。図３５は、本実施の形
態２にかかる撮像装置１００が実行するタッチパネル操作判定・パラメータ変更処理２の
概要を示すフローチャートである。
【０１８８】
　図３５に示すように、制御部５１４は、ユーザがタッチパネル２１２に対してタッチを
継続しているか否かを判断する（ステップＳ８０１）、ユーザがタッチパネル２１２に対
してタッチを継続していると制御部５１４が判断した場合（ステップＳ８０１：Ｙｅｓ）
、撮像装置１００は、後述するステップＳ８０９へ移行する。一方、ユーザがタッチパネ
ル２１２に対してタッチを継続していないと制御部５１４が判断した場合（ステップＳ８
０１：Ｎｏ）、撮像装置１００は、後述するステップＳ８０２へ移行する。
【０１８９】
　ステップＳ８０２において、制御部５１４は、タッチパネル２１２がタッチを検出した
か否かを判断する。タッチパネル２１２がタッチを検出したと制御部５１４が判断した場
合（ステップＳ８０２：Ｙｅｓ）、撮像装置１００は、後述するステップＳ８０３へ移行
する。一方、タッチパネル２１２がタッチを検出していないと制御部５１４が判断した場
合（ステップＳ８０２：Ｎｏ）、撮像装置１００は、後述するステップＳ８１８へ移行す
る。
【０１９０】
　ステップＳ８０３において、制御部５１４は、表示部２１１が表示するライブビュー画
像上に表示された記録中アイコンがタッチされたか否かを判断する。表示部２１１が表示
するライブビュー画像上に表示された記録中アイコンがタッチされたと制御部５１４が判
断した場合（ステップＳ８０３：Ｙｅｓ）、撮像装置１００は、後述するステップＳ８０
８へ移行する。一方、表示部２１１が表示するライブビュー画像上に表示された記録中ア
イコンがタッチされていないと制御部５１４が判断した場合（ステップＳ８０３：Ｎｏ）
、撮像装置１００は、後述するステップＳ８０４へ移行する。なお、表示部２１１が表示
する記録中アイコンについて後述する。
【０１９１】
　ステップＳ８０４～ステップＳ８０７は、図１３のステップＳ３０３～ステップＳ３０
６にそれぞれ対応する。
【０１９２】
　ステップＳ８０８において、撮像装置１００は、動画撮影を終了する（ステップＳ８０
８）。その後、撮像装置１００は、ステップＳ８０６へ移行する。
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【０１９３】
　ステップＳ８０９において、制御部５１４は、ユーザがタッチ位置を表示部２１１の右
下または右上に向けてスライドしているか否かを判断する。具体的には、図３６に示すよ
うに、ユーザがタッチ位置を表示部２１１の右下に表示される拡大／縮小アイコンＡ３２
または表示部２１１の右上に表示されるＭＲ記中アイコンＡ３１に向けてスライドしてい
るか否かを判断する。ユーザがタッチ位置を表示部２１１の右下または右上に向けてスラ
イドしている場合（ステップＳ８０９：Ｙｅｓ）、撮像装置１００は、ステップＳ８１０
へ移行する。一方、ユーザがタッチ位置を表示部２１１の右下または右上に向けてスライ
ドしていない場合（ステップＳ８０９：Ｎｏ）、撮像装置１００は、ステップＳ８０６へ
移行する。
【０１９４】
　ステップＳ８１０において、制御部５１４は、タッチ継続位置が表示部２１１の表示画
面縦横１／３以内であるか否かを判断する。タッチ継続位置が表示部２１１の表示画面１
／３以内であると制御部５１４が判断した場合（ステップＳ８１０：Ｙｅｓ）、撮像装置
１００は、後述するステップＳ８１１へ移行する。一方、タッチ継続位置が表示部２１１
の表示画面縦横１／３以内であると制御部５１４が判断した場合（ステップＳ８１０：Ｎ
ｏ）、撮像装置１００は、ステップＳ８０６へ移行する。
【０１９５】
　ステップＳ８１１において、パラメータ変更部２１４ｅは、スライド距離Ｄ1とスライ
ド限界距離Ｄ0との比率に基づいて、拡大画像の拡大率を変更する。
【０１９６】
　続いて、トリミング部２１４ｄは、パラメータ変更部２１４ｅが変更した拡大画像の拡
大率に基づいて、ライブビュー画像から対象領域を切出して拡大画像を生成する（ステッ
プＳ８１２）。
【０１９７】
　その後、表示制御部２１４ｇは、トリミング部２１４ｄが生成した拡大画像を表示部２
１１の画面左上の縦横２／３の表示領域に表示する（ステップＳ８１３）。具体的には、
図３７に示すように、表示制御部２１４ｇは、拡大画像Ｗ２を表示部２１１の画面左上の
縦横２／３の表示領域に表示する（図３７（ａ）→図３７（ｂ））。
【０１９８】
　続いて、トリミング部２１４ｄは、タッチに応じて対象領域を変更して拡大画像を生成
する（ステップＳ８１４）。
【０１９９】
　その後、制御部５１４は、タッチ位置が右上にスライドしてタッチ終了したか否かを判
断する（ステップＳ８１５）。具体的には、図３７に示すように、制御部５１４は、タッ
チパネル２１２から出力される位置信号に基づいて、表示部２１１によって表示されてい
るライブビュー画像Ｗ１内のＭＲ記録アイコンＡ３１上で、ユーザが指を離反したか否か
を判断する。タッチ位置が右上にスライドしてタッチ終了したと制御部５１４が判断した
場合（ステップＳ８１５：Ｙｅｓ）、撮像装置１００は、ステップＳ８１６へ移行する。
一方、タッチ位置が右上にスライドしてタッチ終了していないと制御部５１４が判断した
場合（ステップＳ８１５：Ｎｏ）、撮像装置１００は、ステップＳ８０６へ移行する。
【０２００】
　ステップＳ８１６において、ＭＲ処理部５１４ｈは、画像処理部２１４ａが画像処理を
施した画像データに対応する画像と、トリミング部２１４ｄが画像から対象領域を切出し
て生成した拡大画像データに対応する拡大画像とを生成順に記憶部２１３に記憶する。こ
れにより、２つの画像が得られた動画撮影を行うことができる。
【０２０１】
　続いて、表示制御部２１４ｇは、記録中アイコンを表示部２１１に表示させる（ステッ
プＳ８１７）。具体的には、図３８に示すように、表示制御部２１４ｇは、表示部２１１
が表示するライブビュー画像Ｗ１上にＭＲ記録中アイコンＡ４１を重畳して表示させる。
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これにより、ユーザは、撮像装置１００がＭＲ動画撮影を行っていることを直感的に把握
することができる。その後、撮像装置１００は、ステップＳ８０６へ移行する。
【０２０２】
　ステップＳ８１８において、制御部５１４は、撮像装置１００がＭＲ記録中であるか否
かを判断する。撮像装置１００がＭＲ記録中であると制御部５１４が判断した場合（ステ
ップＳ８１８：Ｙｅｓ）、撮像装置１００は、後述するステップＳ８１９へ移行する。一
方、撮像装置１００がＭＲ記録中でないと制御部５１４が判断した場合（ステップＳ８１
８：Ｎｏ）、撮像装置１００は、後述するステップＳ８２１へ移行する。
【０２０３】
　ステップＳ８１９において、制御部５１４は、タッチパネル２１２がタッチを検出した
か否かを判断する。タッチパネル２１２がタッチを検出したと制御部５１４が判断した場
合（ステップＳ８１９：Ｙｅｓ）、パラメータ変更部２１４ｅは、タッチパネル２１２か
ら出力される位置信号に基づいて、トリミング部２１４ｄが切り出す対象領域を変更する
（ステップＳ８２０）。その後、撮像装置１００は、ステップＳ８０６へ移行する。一方
、タッチパネル２１２がタッチを検出していないと制御部５１４が判断した場合（ステッ
プＳ８１９：Ｎｏ）、撮像装置１００は、ステップＳ８０６へ移行する。
【０２０４】
　ステップＳ８２１およびステップＳ８２２は、図１３のステップＳ３１１およびステッ
プＳ３１２にそれぞれ対応する。
【０２０５】
　以上説明した本発明の実施の形態２によれば、ユーザが所望する被写体のピント確認用
の拡大画像の表示領域を移動させることができるとともに、拡大画像に含まれる被写体の
表示倍率および拡大画像の表示領域を容易に変更することができる。この結果、ユーザは
、撮像装置１００をホールディングした状態から直感的に所望の被写体のピント状態また
は拡大状態若しくは縮小状態を把握することができるとともに、リング３０９ａを操作す
ることで被写体にピントを容易かつ敏速に合わせることができる。
【０２０６】
　さらに、本発明の実施の形態２によれば、リング３０９ａの操作に応じて、拡大画像に
含まれる被写体の表示倍率またはピント状態を容易に変更することができる。
【０２０７】
　また、本発明の実施の形態２によれば、タッチパネル２１２が位置信号を出力して、こ
の位置信号が停止したときに、ＭＲ処理部５１４ｈが画像処理部２１４ａによって画像処
理が施された画像データと、トリミング部２１４ｄによって生成された拡大画像データと
を生成順に記憶部２１３に記憶する。これにより、２つの画像が得られる動画撮影を瞬時
に行うことができる。
【０２０８】
（その他の実施の形態）
　また、上述した実施の形態では、撮像部が連続して生成する動画撮影を例に説明したが
、たとえば、静止画を連続して生成する連写撮影であっても本発明を適用することができ
る。
【０２０９】
　また、上述した実施の形態では、本体部に対して接眼部が着脱自在であったが、接眼部
と本体部とが一体的に形成されていてもよい。さらに、本体部とレンズ部とが一体的に形
成されていてもよい。
【０２１０】
　また、上述した実施の形態では、画像処理部およびＭＲ処理部が制御部に組み込まれて
いたが、たとえば画像処理部およびＭＲ処理部を別途設けてもよい。さらに、画像処理部
（画像エンジン）を複数設けてもよい。
【０２１１】
　また、上述した実施の形態では、接眼表示部と表示部とにそれぞれ画像を表示させてい
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たが、たとえば、２つの表示領域を有する表示モニタであっても本発明を適用することが
できる。具体的には、２つの表示部を有する携帯電話や多機能端末等にも適用することが
できる。
【０２１２】
　また、本発明に係る撮像装置は、デジタル一眼レフカメラ以外にも、例えばアクセサリ
等を装着可能なデジタルカメラ、デジタルビデオカメラおよび撮影機能を有する携帯電話
やタブレット型携帯機器等の電子機器にも適用することができる。
【０２１３】
　なお、本明細書におけるフローチャートの説明では、「まず」、「その後」、「続いて
」等の表現を用いてステップ間の処理の前後関係を明示していたが、本発明を実施するた
めに必要な処理の順序は、それらの表現によって一意的に定められるわけではない。すな
わち、本明細書で記載したフローチャートにおける処理の順序は、矛盾のない範囲で変更
することができる。
【０２１４】
　このように、本発明は、ここでは記載していない様々な実施の形態を含みうるものであ
り、特許請求の範囲によって特定される技術的思想の範囲内で種々の設計変更等を行うこ
とが可能である。
【符号の説明】
【０２１５】
　１，１００　　　　撮像装置
　２　　　　　　　　本体部
　３　　　　　　　　レンズ部
　４　　　　　　　　接眼部
　４１　　　　　　　接眼通信部
　４２　　　　　　　接眼表示部
　２０１　　　　　　シャッタ
　２０２　　　　　　シャッタ駆動部
　２０３　　　　　　撮像素子
　２０４　　　　　　撮像素子駆動部
　２０５　　　　　　信号処理部
　２０６　　　　　　発光部
　２０７　　　　　　時計
　２０８　　　　　　本体通信部
　２０９　　　　　　アクセサリ通信部
　２１０　　　　　　操作入力部
　２１０ａ　　　　　電源スイッチ
　２１０ｂ　　　　　レリーズスイッチ
　２１０ｃ　　　　　撮影モード切換スイッチ
　２１１　　　　　　表示部
　２１２　　　　　　タッチパネル
　２１３　　　　　　記憶部
　２１４，５１４　　制御部
　２１４ａ　　　　　画像処理部
　２１４ｂ　　　　　顔検出部
　２１４ｃ　　　　　タッチ位置検出部
　２１４ｄ　　　　　トリミング部
　２１４ｅ　　　　　パラメータ変更部
　２１４ｆ　　　　　撮影制御部
　２１４ｇ　　　　　表示制御部
　３０１　　　　　　光学系
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　３０１ａ　　　　　ズームレンズ
　３０１ｂ　　　　　フォーカスレンズ
　３０２　　　　　　ズームレンズ駆動部
　３０３　　　　　　ズームレンズ位置検出部
　３０４　　　　　　フォーカスレンズ駆動部
　３０５　　　　　　フォーカスレンズ位置検出部
　３０６　　　　　　絞り
　３０７　　　　　　絞り駆動部
　３０８　　　　　　絞り値検出部
　３０９　　　　　　レンズ操作部
　３０９ａ　　　　　リング
　３１０　　　　　　レンズ記憶部
　３１１　　　　　　レンズ通信部
　３１２　　　　　　レンズ制御部
　５１４ｈ　　　　　ＭＲ処理部

【図１】

【図２】

【図３】
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